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ii研究ノート ii

フランスにおける

非婚カップルの法的保護(2・完)

[281J 

パックスとコンキュビナージユのtJf先

大島梨沙
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プランスにおける非婚ブjツブルの法的保護(2・冗)

;;[52節小:f5

第2章総括

結晶 11本法への示唆

l 準婚埋論の妥当性

2 般法による"1法律婚カップルの保護

第2章 フランスにおける非婚カップル保護理論

(以上、本号)

市 I章において、フラ〆スにおける非婚カップル保護技術は、日本のそれと

はんきな桐速があるということを明らかにしたc すなわち、パソクスとは、当

事者聞の契約をモ託銀してf不宇るという日本にはないフランス独自の制民であ

り、民法上の効果だけでなく、社会保障法目税法・賃貸借に閑「る法律などの

効果も117される乙 方、日本の内縁にあたるコンキュピナージュについとも、

H 本のように焔鯛法が参lf~ されることはなく、J( i去の j~Q:法によって併決が凶

られており、相会保障iJ、における主郎、も利守される効果こ刊とに要件が設けられ1-111、

個別に山保詫状態と虫件とを与庖して法的効忠が付与される仕組みとなっている戸

では、なぜ非婚カッフ。ル保護技術は日仏でこのように追っているのだろうかつ

フラ/スにおいては、なぜパックスという制度が干Tfrし、なぜコシキユピナー

ジコに婚姻J、のJ;見定を準川しないのだろうかりこのような問題を検討「るため

には、ブラシスにおける司婚カップル保護技術が形成された過程を4察するこ

とによって、フランスにおける非婚カップル観、非婚カップル保譲珂論を州出

する困、叫があるだろう。その|容にH意寸べき点は、コンキユピナージュと婚桐

の歴史が古いのに対して、パ yクスは最近になって創設されたものであるとい

うことである行 JJ1{rO)フランスにおける非婚カソブル保護埋Ufuを主察するため

には、パァクスが設けられる以前の非姑カ yブル観も参照しなければならないり

そこで、ま f、パックス法制定以前の非婚カップ1レ保設の歴史と非婚カップル

観を概観し(第 l節)、そのうえで、パァクス法の制定が従来の考え方にどの

1-10これに汁し、 11本の社会保障法は、 l配偶長」と L寸了τ~O)定義規定とし

て「婚姻の凶I引をしていないが、事フ三卜婚姻関係と同様の事情にある者」を含

むという h法によって内縁を保護する L健康保険法3条 7項、厚生年金保険法

:-3 ;長2項等)い
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研究ノ 1 

ような影響を与えたかを検討する(的 2節)。これらの作業を通して、取立の

フランスにおける非婚カ yプル保護聞論を明らかにすることとしたい{

第 1節パッウス法前史

パァクス法制定以前の非婚ブ'J'Jフuルの状況については、さらに、パックスの

創ぷが怜討されるに至るまごの状記(T)と、パックスの創日空が検討され始め

てから実際に制定に雫るまでの状況(II )に分けて、見ていくこととする

I パックス発案に至るまで

パァクスi1、の.If.U、が発議されるに至るのは、それ以前の非婚カ yブルのiKiJC

に何らかの問題があったからであると考えられる行以十では、パックス3t索に

至った非精力ソブルの状況を、異性カップルの状況(1)と、同性カ yブルのj況

(2'1に分け、 lilllに扱うっ

1 異性・非婚カップ)~の状況

パソクスが存在しない段階では、異性の非婚カップルといえば、コンキコピ

ナ ジュしか存打しなかった。したがって、パックス法以H'Jのコシキュピナー

ジコの状泌を概観する 141

(11 民法典起草時における「無視」

民法典の起巾者は、 i1、の関知しない中なる干支状態であるとして、コンキュ

ピナーンユを意|叶的に'..槻」することとした112 コシキュピナーンユへの

このような態度の背景には、フランス苧命後に生じた山山な婚姻観に対する疑

念i何千、当時の有産市民O)~~欲字表的な性思惣・婚胴矧があったようである。

Hl コンキュピナ ジコの歴史については、二J呂同平「ブランスにおける事実

路(-) コンヰユピナーンユ (concubin3ge)の附究 」阪大法学106号 (19i8

'1') ，18頁以下に詳しく書かれている c 本稿では、簡単に概慨するにととめる。

14~ Laurent Leveneur， I，a fiαmille， supra note 78. )).40 

lB フランス革命段、婚姻は民事契約であるとして世俗化されたため、その帰

結として、夫婦双方の合意による断婚、性栴の不 致による離婚沖lj'i，r，められたじ
だが、それによって、離婚が頻覚して社会的混乱が生じたために、却しい婚鯛

観に対，-る小11;感が人々の聞に!ムがったようであるハ

[28:1J 北法;;8(1'20お)2附



プランスにおける非婚ブjツブルの法的保護(2・冗)

すなわι、規律ある婚桐秩序、家族牧町p を再構築宇ることによって、社会的'j;:
定を図ろうとされていたため、コンヰユピ7ージュを法伴において規律するこ

とは、秋ザを乱すのではないかと危似されたのである民法典的起草者の

一人であるボルタリスも、民法!!I!序論において、「婚姻の公不制及び安式昨の

みが、陵l床でィ、適法なあの結fTを下防し得る」と述べているワまり、コ

ンヰュピナーンユは、暖制ーで不地法であり、婚姻制度によって予防すべきもの

と考えられていたことが見て取れるい

とはいえ、法的レベルにおけるコンヰュピナージュのIjil;t見は、コ〆キュピナー

ジュ当事者たちにとって小都合ばかりであったともいいきれない。コンキュピ

ナージヱが挺視されていたということは、すなわち、法的保護は与えられない

が、コンキコピナージコで牛i，Ii-tることをうf;止されてもいないということを意

味「るからであるじコンヰュピナーンユ無視には、コ/キュピナージュを詮索

することによって牛ずる私的左右前の侵害から個人を守ろうという人権思想の影

響もあったようである1-16 YI的関係をもったり、]iiJ摂したり、家肢を形成す

るということは、自由に愛し合うとし叶権利であるハこれは自然法であり、不

本的白白であると主えられたのであるよ

では、コンキュピナージコを民U、典において侃促する根拠は、何に〆}とめられ

ているだろうか。それは、ナポレオン的 lコンキュピナーンユ当事者が法律な

しで悩ませているのだから、 U、伴も被らを相侃J一る」という有名な言葉141)に

1'1-1 金山由;倒「フランス吊命民法典における契約自由のl且日IJ 婚畑と離婚も

踏まえご (-)J民間131巻2号 (211114年) 194頁}

1-1:，ボルタ')ス杵 l野山良之副'~) l '1'Ç法典 I+~'命， (日本吉了品社、 19~9年 1 37ft。

14(i ----':'H'・前注 (141)48頁υ

117 JJ.f.フランス民法 Dl!-~声。条は、私生活の尊重という既則を規定している (1970

!f7月17日の法律第643せによって加えられた)。現在では、ヨ 口ッパのレベ

ルにおいても、ヨーロッパ人権条約第8条によって、私生活及び家民生活の尊

重が保障されており、さらに、婚胴外でカップルを形成して'1日する権利は、

ヨ ロ yパ人権裁判所によってふ認され、保護きれている UeanHallSer et 

Danielc HUCL-¥Vcillcr. supnαnoic 85， p.195 ; J canじlaudcBarcloUl ('t Lilianc Ricco 

sutra Ilote出 p.IO-11J

118この言葉が引用されているものとして、.lvlichelHanotiau， Reflexions sur 

l'日niOlllihrc. Ph. Dc Paばccl R. Dc ¥Tnlkcllccr (t1id， sUtlαllolC 85. ]).11 ; L川nじnl

北法S8U虫l7)207 [284] 



研究ノ 1 

よく表れている。つまり、コンキュピナ ジュは、「婚畑の拘京を受けなし、」

という忌忠「杭ばれる事実上の結合である"りため、法律上は考l苗Lないとさ

れたのである 2 したがって、コンキュピナージュ当事者は、法的保護を J受ける

ことはできないが、その一方で、法的拘束も受けないときれており、)'))))か確

保されている 2 婚立問。〉制約から自由であるところにコシキュピナ」ンユの本質

があると考えられているのである{この原則的考えhは、フランスにおいては

民法典制定時から 貫している己

このように民法典では「書記視」されていたコンヰ 1 ピナージュであるが、事

実としとコンキュピナージュが存在する t~ 人法的問題は発牛する。 そこで、

判例は、問題ごとに保護技術を作り山していった行比較的いい段階から構築さ

れた保議技術とし亡は、 F、償該ヲの有効性の示認、誘惑による関係成すの場合

の闘係解消時の相有賠償請求の辺、干午、 U然債務を理的とする関係解消時の他h

の保議、「事実卜の組合」理論による関係解消時の治首が挙げりれる。

(2) 法的保護の拡大

201日紀に入ると、父通事此が増加したという斤景品、ら、コンキ Lピナージ L

の-h当事者の事故死の際の他ん当事者から加l古者へのm古賠償】E古求が次第に
認められるようになっていったっまた、立i1によっ亡、現主に[11帯生活をしと

いる者に対して諸給付が与えられるようになったωもこの時期である。

だが、このようなコンキコピナージコ当事者の保護は、その後、停滞する μ

コンヰュピナ ジヱを白白を本質とする事実上の結台であるとする学説からの

批判を受けて、それまでの判例で認めていたコンキュピナージコ当事者の保譲

を併定寸る判例が山されたり、コンキュピナーンユ当事者を保護1るυ法が廃

されたりしたのであるυ

この状況を脱し、コンキュピナ」ジュ当事者の似護が拡大Lていくのが、19iO

年代ごある TI月革命筏のこの時期、 )'))11恋愛士、Iltjの高まり 7う、らコンキュピづー

L，、vco('ur，L(I /l1mille， sutra JloLc 18， ]).40 ;へlainS('riaux， D(' ropporlunil(' (1'¥111 

statut cles cOllcubins， suprαnote 80， p.30 ;ベルサン著 L湾政沢)・前掲書出 (23)

H6R， 

14l)実際上は、コンキュピづージュにならさるをえなかったために形成された

コンキユピナージュも存在寸る行婚女同降&のために婚鯛できないカップルヤ、

経済的なE甲山で婚姻が難LいカソプルなどであるリeanII札usel吋 Daniele

Huet-¥Veiller. supra note 85. p.l以))ひ

[285J 北法;;s(1'20(il 20fi 



プランスにおける非婚ブjツブルの法的保護(2・冗)

ジュで'[ìliするカップルがl曽大し、それに応じて法的~?j ~fi も明発するように

なったの Fある日この現実を受けて、裁判!肝平立法府は、 コンキュピづージュ

当事者にさらなる法的効呆を与えるようになっていった1，，(1コンキュピナー

シュは、もはや無悦きれる存在ではなく、法的にも考倍、きjしうる与在となった

のである。

では、コンヰュピナーンユ当事計に法的効果をワえることは、婚姻の拘束か

らの自由を本質とナる事実卜の結什であるというコンキュピナージュのl阜WJか

ら考えると、なぜ止当イじされるのであろうか。

それは、婚姻の拘束から自由であるコンキュピナ ジュ当事者も、「婚姻と

択触する事項以外」については法的保護を必 l長とするのであり、その場合、'~

保護性があったり、 校11、に当亡はまるのであれば、法的効果を認めても去し

支えないと考えられたことによるi日{したがって、婚相|している苔に回有の

規範については、コンキュピナ ジコ当事者には適用されていない

コンヰェピナージユに刻するこのような考え占カずあるために、コンヰヱピ

ナージュ契約は、婚姻と抵触「る可能性があることが問題であるとされるので

ある 1ぺ他)J、一般的契約がさほど|木|斑なく認められたのは、まさに、それ
らが婚姻モデルと昔話合しないからずあるμ コンキコピナージJ 当事背聞による

般的契約が右効であるとされたことは、法制度によって採用された l司法」

の[11界にコンキコピナージュをおくことから、「法」の [11界に-4、進めたもの

であり、象償的な意味があったと分析されているi出つそこからさらに、コンキュ

ピナージコ契約が問題となっといるということは、「 般U、」のjll界にコンキコ

l:;() この時期lのコンキュピナ ジコの状況とその保護につい亡、二宮間平「フ

ランスにおける10J按事実婚の実態、当事者の e:d哉、社会の評価」松III間人論

集35巻 i号(l9811f)97民、阿「八口年代フランスにおける事実婚と私'I'.i円の

尊市」立命館法学.). 6号(19出年)964頁。

1.，1 L:wrcnt Lcvcllcur， Lαlumille， sutr，αnotc 78. p.33-3/1 

I.'L婚姻とコンキJ今ピナージコが区日Ijがされるのは、あくまでも法律卜におい

てである。事実のレベルで、コ/キュピナージュが婚捌と類似していることは、

フランスにおいても承認されているい例えば、コンキュピナ ジュは「宇d士ト

の婚姻」と形作されたりもしている (Philippel'¥'Ialaurie. supra note S9. )).:50)。

1.-，:1本相応 l'宇治2節II2望書J!討2

1.，4 J)olllinique Fenouilletφ 仁:ouplehors m川 iageet Cuntnlt. sutm note 118. ]).85-86 

北法S8U虫):J)20日 [286] 



研究ノ 1 

ピナ ジュを{す置づけることから、「婚桐法」の十世界へと進みつつあるという

ことごあり、それは、も主点のコンヰェピサージュ保~~四面市では、 J手認しえない

のである。

とはいえ、非婚カァブル関係の安定的形成のために、一般的契約よりも包括

的なコンキュビナ ンユ契約へのニ ズは存ιする。そこで、立法によってこ
のような契約を特別に認めてはどうかという考え占が生まれてくるけつまり、

コンキュピナージ工契約と Lては容認しがたいため、パートナー契約といった

特別契約を立法によって創設してはどうかと考えられたわけである吋

このようなコンキスピナ ジコの状況が、パ yクス創設に何らかの寄日をし

た可能tIは併定できないだが、パックス創設が目指された直Jをのきっかけは、

パックスiJ、以前の向性カソブルの状況にある。

2 向性カッ7
0

)レの状況

ハックス法制疋以前の10J1' 1 カップルの状況15~は、異性的訓婚カ y ブル的状

iJ/とは大きく異なっている。同性カップルは、抑i土きれてきたのごあり、そこ

から白白を勝ち取ることがまず目的された(!1))。それが 定の成県を挙げた

絞は、カソプルとしての本認・保護を求めたわけであるが、それは担絶された

のである ((2i)。

(11 抑圧

0) ゾlミー法

ソドミ -iJ、とは、「呉市」な性的11為(特に男性聞の性的iJlI)を禁止「る

法制度であり、そのような行為を行った省に対して刑事罰を謀すものである

キリスト教においど|司性愛が罪とあると考えられていた157ことを背景として、

1口ブランスにおける同性カップルのiJ、u¥iな状況を概観するものとし亡、

Caroline .lvlecary， Dmit et hOllwscxualitιDalloz， 20(川

1コU フランス(ヨー口ツパ)のノドミ一法について、 FloraLcroy-For貯 ol，H~叫川p

juridiqut' de l'l1m町 sexualite問良市ott'， ドLド 1997，p.64 λ品俊之「ソドミ一法を
終わらせたヨ ロツパ人梓裁判所」神)，学院法学35巻 I号 (2005イ1) l!司。

1." キリスト教が当初から同性愛を搾 Fあるとしていたかについては疑問があ

るとされている口早古では10JYI愛が罪であるとは古かれておらず、その後の申

書の解釈によって同性愛が:j~ と考えられるようになったようである(伊藤陪ほ

か著 '1可件愛って何?JJ [縁風山版、 21)():)年Jll(j頁)

[287] 北法;;8(1. 2(4) 204 



プランスにおける非婚ブjツブルの法的保護(2・冗)

'1'世ヨ 口ソパでは、:0;性聞の性的行為が教会裁判所によって処罰されており、

フランスにおいても、男'14問の'1*(91)為を罰するゾドミ一法が制定きれたよう

である 2 すなわち、 '1'世のフランスにおいては、ワJ性同十のカッフルは、法的

に保護されるどころか、無観されていたわけでもなく、 1(11圧されていたわけで

ある

しかし、フランスでは、ソドミ一法は、フランス革命の彩響を受けてli91年

に廃止された己その後、 1810年にil、典化された刑U、典(ナポレオン刑il、典)に

おしミても、男引 I~Jo)tl 的行為の禁 11 は規疋されなかったっ

くわ 芳別的取扱い

だが、このような同刊カソブルへの態度は、 20世紀になって、多少硬化する

ことになる。 1942宇、呉性聞の性的行為への同意 uJfl~-'êf-齢(15歳)よりも、同

判|削の判的行為への|司且、可能年齢が18歳と高く設定された(刑法典!日第331条

第 2)頁)のである乙さ内に、 19r泊芹には、公然わいせつ以について、同性愛に

関係するときは量刑が主くされる(刑法典i日第330条第 2項)に一千ったひこれ

らは、向性聞の性的れ為の一部について、異性聞の場合よりも罪を豆くしたも

のであり、 IcJ仕|叫の性的行為が異性WJU)場令とは差別化され、半犯罪化された

といえるり

その後、 1960イ|代後半から1980イ|代にかけて、 IcJ性愛解放運動が活発になり、

ト記のだ別的既定を撒厚長L 、同性愛を犯罪促することを国家にやめさせ、私生

活に|捗されない消極的自由を勝ち取ることが目析された。このU寺代において

は、 J;貯E的拘束から完全に開校された宵酬なセクシュアリテノの珂想こそが支

配的であり、凶家からl叶性カソプルが承認されることは求められていなかった戸

国家からのふ認は、排他的な 対 の関係に草っくブルジョア的異性カ yプル

モデルの再'1産につながるとして忌避されたようであるい'c1982乍 8H4日

の法律によって、刑法典における上記の左別的規定は挺rlされ、|可件カ yブル

は、少なくとも法律|は、消私的自由を勝tシ取るに至った。

(21 コンキユビナージュからの排除

同性カップルは、次に、同じ非婚カッフルでありながら同性のカップルには

1，，8女性IUJの性的行為については、存許しないものとされて無視されていたよ

うであるに礼rolill(， T¥T(，('礼町十四tran山、 lilJ.]).20) 

1.59湾政笑美子「沢首解説」ベルサン著(重fij~~ 沢) 目前掲古注 (23)144-145良一
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認められるようになっていたコンキュビナ ンユとしての保設を、同性カップ

ルにも認めさせることにより、|司件カァプルのカァプルとしてのJ手認を同指し

始めた 2その背層、には、保護に対する実際の強い要求があったといわれている。

特に、エイズの拡大により、|可竹カ yブルの一方が死亡し、他方がそれまで佐

んでいた件肘を追われるといった状況への対応が求められていた1川

このような背景のもとで、 101'1'1ブ'J'Jブルがコンヰュピナーンユに含まれるか

否かの初めての破投院判決が1989芹に刑された。

(心政EE院判決

i )政投|淀f十会部198日年 7片11日判決

1989年7月11H 、破5E.t~.i'~干i会部は、 HYI カップ Jレのコンヰユピナージュに闘

すーる 2つの判決を附した川ハ

第ーの事例は、エ ルフラ〆ス干10)存宝来務員の「時制している配偶首及び

自由結合の配偶者(conjoinL)J (同社従業員規川)に認められる同社航空機チケ y

トの特典が、|司刊のパートナーに認められるか百かが争われたものごあるエー

ルフランス引が、向性パートナーへの特典十.J'Jを作否したために、訴訟となっ

たものである

第ーの事例は、疾病保険・出阿保険の週間に閲する1978年1月2日のJ、伴が、

受給1桂昌的資格を認める l社会保険被保険者と夫婦ICJ燥に (mariL:dclllcnU!I 

泊している者」に、社会保険被保険者の同性ハートナーが当てはまるかが争わ

れたものである。社公保障機関がICJ性パートナーからの"古求を拒台したために、

訴訟となったものである A

破段院は、この 2 つの事件において ~M也になった l 白白結令の配何者」や l 夫

婦I"J橡に生活している者」という概念は、「夫婦のように生活することを決にし

たとはいえ、婚胴によって結びついていない2人の者を折すため、それは、 1人

の男11とl人の女件からT'<'るカップルでしかありえなしっと判|析した口異昨σ)コ

シキュピナージユ当事者には与えられる保設を、同性カップルに与えることを否

定したのである日このことから、|司性カ yプルとコンキュピナージュで生活t

る持性カップルとを同 視することを、破段院は明確にJR絶したといえる

16(> 湾政笑美子「沢首併説」ベルサン著 (~'ij~~ 沢) 前掲古j土(23)146-147民。

](;] c礼州知C.，11 juillcl1989， D. 1990. ]ur. p.582 llolc P. T'vIalaurIt、
16~ ここで注息『べきは、「コンキュピナージユ」という百葉の定義そのもの
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プランスにおける非婚ブjツブルの法的保護(2・冗)

ii )破段|完治 3"，事部1997年12月17日判決

1989年判決によって、判例法による|百]間カップルの法的保護が什定されたた

め、 1990{ド代に入ると、向性カップルにも民性カップルと阿憾の法的保設をす

i去によっ e-f]えようとする勤きが起き始めたりさらに、 1990年代後半に入り、

向性カップルに法的保護を与える寸法へのぷ品が活発化するなか、さらに同性

カプブル保護の'~請が高まる契機となった事件が起こった{

破投院前 2民事部1997年12月17日判決]ii:-)(土、同性カソブルの 方が工イズ

により死亡した事例において、賃借人であった死亡当事省と「同知のコンヰユ

ピナージ工関係にある昔(円lOcnbin!1oloirc) J の場合に認められている他方へ

の賃借権の移転(賃貸借関係改害に闘「る1989年 7月6Hの法律第462号第14

条第 8)頁)を認めなかった 「コ〆キュピナ)ジュは、婚姻の外観をもっ、安

定的で継続的な関係からのみ生じうるため、 1人の男YIと1人の女引の|削 Lに

のみ成~しうる) (下線部、 t'~弧内筆者) Jと判示したのであるハこれによって、

コ〆キェピナ ジュにIcWIカップルが含まれないよことか決疋的となったれ

く2) 11位投院判決への批判

これらの破22院の判断に対しては、 H性カップルもコンキユピナージヱに含

むとの結論を採用しえたにもかかわら F、あえて同性カップルを法的手認から

排除したものであり、道徳上の偏見を助長するもωであるとの批判がされてい

る1(;4 コンキコピナーンJ という言葉は、ラテン吉再の川町ubinaからき亡おり、

concubinaは単に l 締に寝る」ということを意味寸る concumbcrcに由来寸る戸

このため、コンキュピナージュという言葉からは、性別の違いという法準を導

が問題となヮたわけではなく、チウットの特典が認められる「自由結合の配偶

首」、あるいは、社会保険被保険者の受給権者の資格が訟められる「大財H採

に作目している者」という概念に、向性カップルが含まれるかどうかが問題と

なったという点である日つまり、問題となった法的効果と、問題となった百長

に限定して、向性カップルを排除する判断がなされたと見ることもできるので

ある， Lかし、半IJ)(中において「コンキJ ピナーシユ」という言葉が、「舟山

結合」や I~主婦|叶棋に生活している首」とほぼIcJ じ意味で使用されていること

などから、コ〆キ工ピナージ工全般に対し亡、同性カップルを含まないとする

判附がなされたと併されているようである

H治 Caぉs.3'" civ.， 17 dl~C(、mbrc 1997， D. 1998， Jm. p.111 nOLC ]..L. .Aubcrl 

1(;4 Caroline ¥lecary etトlO1'a1引 oyドorgeut 叫 traIlute :-n， p.86 
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入することは帰結しえないというのである。「コシキュピナ」ジュという， ，棄

ではなく、 緒に生活する 2人の官(語源によると 緒に弱る{;)の状iJLを定

義すること」が、これらの事件では問題であったのであり、本件。〕当事者となっ

た|可性カ yプルの状況は、「その'[4日Ijがどうであれ、コンキュピナージュ当事

者と呼ぶことを何も妨げなし、」ものであったと批判されている'"0

では、破政院は、どのような瑚円1付けをして、 [01'1'1カ yプルのコ〆ヰユビ子ー

ジュからのJl[除を帰結したのだろうか、政投|淀の考え方を検副ずる前に、 1989

年刊決の 2つの事刊を共通して扱った法院枚事の探出した論理を参照しておき

たい1川 o !食事は、コンキコピナ ジュを4持姻と主妻近させることによって、同

判カップルとは迭さずけるという論理を採用したc それは、コンキユピナージユ

と婚姻は摘出であるか自然ごあるかという違いはあれと、家族を形成rる、つ
まり「丹生崖を目的と Fる」点で|叶じであると「るものであるο したがって、

再牛産を担うことのできない同性カップルは、コンキュピナ ジュとは同 視

することができないという帰結が導かれる。

これに対L、政投院は、再牛i正といったことには触れておらず、iJ、院検事ほ

どには、コンキュピナージュと楯綱との[CJ1l!をしていないように思われる 1989

年判決においては、「夫婦のように生活することを決定したとはいえ、婚姻に

よって結びついていなしりというところに、コシキユピナージユの意義が見出

されている A つまり、「婚姻しうる」カップルが非婚でいることを選択「ると

いうところに、コシキュピナージュの意義を見出したのであり、そう与えると、

「婚姻Lえなしミ」同f宇カップルは、コンキJ ピサーンユに台まれないとする帰

結が導かれる 1997イ|判決においては、 l婚綱の外慨をもっ」カッフルである

という点が、コンキ J今ピナージ J今の特徴であるとされているべ婚姻は男女のカ y

ブルにLか認められていないのであるから、異性カップルのみが婚胴の外側を

もちうることになる。いずれも、 1人の男'[4と1人的女'[tの聞の結合である婚

胴を参照することによって、コンキュピナージュを定義している点では共通で本

ある。だが、「なぜ」そのように定義できるのかについては、判決丈中で全く

述べられておりず、不明なままである〕

この手法に対しては、従来の判例のコンキュピづージュに討する態度と矛盾

1(;" Ibid 

166 湾政笑美子 '~Rii 併~~LJ ベルサン苦 (~'di2 沢) ・前掲古注 (23) 149l'L 
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プランスにおける非婚ブjツブルの法的保護(2・冗)

するとの批判がなされた1(;7。既に述べたように、それまでの裁判所のす場は、

コンキュピナージュを、姑姻の拘束から 11111であることを本質と fる事実上の

結什であるとして、婚桐とコンキュピナ」ンユをv別することに防心してきた
からごある{ しかし、|日l'I4カ yプルが問題となると、従点の立場に以して、 コ

シキユピナージユを、婚t同を参照することによって定義している。よって、婚

姻とコンキュピナージュを近接させるような論珂を隠し、「敢粛」な行為であ

る婚姻と純快たる事実であるコンキコピナ ジコを恨本山Jに同別するべきであ

ると批判されたのむある

また、別の角l正からの批判lもあるい 1989f判決・ 1997年判決ご問題となった

のは、社会法の領域におけるコンキュピナ ジュの保誌であるウ、に有目「る立

場 Pある 1州。たとえ、コンキュピナ ジュと同性カップルとをR別すること

が望ましいとしても、それは、民法の領域に以られるべきであり、社会J去の泊

域においては、カップルの「タイプ」を考慮「る以前に、件個人の要保護性が

考慮されなければならないというのである{

いずれにせよ、これらの破投院判決により、同性カップルがiJ、的に全く保護

されないことになり、それによる不都令が!(じたことは確かである特に、 1997

年判決は、[11論の関心を引き、人々の聞に向性カップルに対tる同情が生まれ

たようである{これによって、 198911判決以降模索されていた、、"法による|円l

性カソフルの保護の必要性が広く認識されるようになった 1(i~仁

この ICJ性カップル保護の史】高が、パックス法を制定1 る烹!~な動機であったc

それが、 1で述べた、非婚カ yプルに特別な契約の判し組71-11りとしづ提案とE

なって、パックス法創設へと向かっていったのである戸

E パックス法制定に至るまで

|百]附カップル保護の説話を受Itc:一何らかの立法がH指きれたといっても、実

1()7 Jncqulinc Rubcllin-Dcvichi， RTD.civ.， 1990， p.Gl ; JCP.. 1998， I ，1.31， n" 2， 

obs. H. Hosst'-Platiert 仁川olinef¥:Iecary， J)roit et h01l1osexualite， sutra note 15;:)， 

p.126-127 : Lc Pacs. supra 1l0lc 31， p.86-8i 

1似 Clutilde日了llnetti-Pons，L'emゼrgenced¥l1W notiull de couple en droit civilφ 

れψranote 89， p.3i 

1(;日 Cλfolinc¥:[('C礼rv.Dmill'l hοmosexuαlile， sutrαnolc 15.3， p.111 
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際にどのようなものをす法するか、そのようなものをす法してよいのかについ

ては長い時間と多くの議論が必嬰であった。パ yクス法制定にでるまでの過程

としては、 2つの同副にうfけることができる。 治 は、どのようなものをす法

tるかというパックス法案以前の勤きlい、第 は、パ yクス法案という 1つの

法案の是非についてなされた攻防!，2¥である 17(1

1 パックス法案以前

(1 I 90年代前半

(岳民事パートナー契約に閑宇る;1、家

HI'Iカソブル保誌を目的とした法案として、最初に提山されたものが、民事

パ トナ契約 Ucparlcnarial rivil)に関するi1、議 (1990if6円前422-25号)

である。この法案は、 IcWIカップルはコンヰエピナーンヱに含み得ないとする

1989年7片11日の破投院判決を受けて、1990年6月に、社会党の冗老院議員シャ

/二リエソク・メランンヨンによって、元邑院に松山された。当時は、左翼で

あるネ|会党の政権下であったが、 l人の議貝がJ是附したにすぎないこの世、案は、

議論されることはなかった。

このは、案の同点では、向性カップルを保護 j一ることを」たる円的としている

ものの、 H性カソブルだけに適肘されるのではなく、異性カヅフルをも九J-~主と

していたうえに、兄姉姉妹などの近親者をある 2人組等にも聞かれたものと

なっていた山内|円l性カソブルのみに限定されなかったのは、フランスの共和

上義によるものと説明されている 172υ つまり、市民の向山と平等を尊平する

ために、個人の具体的特性に基づいて市民の中に特殊なカテゴリーを作ること

を好まないというフランス独同の考え方が、 l司性カジプルに限山しない保護の

枠組みを'1み問したというのである戸より大きな"'[1点に同性カッフルの問題を

解消ナることによって、既存の家族秩序に換を打ち込もうと且図されたもので、

1711パ yクス法制定過程については、〔出3rdB3ch-lgn3sse et Yves Roussel， L( 

i泊四 jurid叫11('('[ l汀αi叫町。 Dcnoel.2000， p.180 rl s. ; Rosrlync Bacl】rlol， Le p(JCS 

cntrc haint' t'tαηωur， Ploll. 1999， p.lO ; J..:t'.i・前掲古注 (2:-1)243頁l}下が詳し

く料介している。

1，1 Geranl sach-Ignasぉeet YV刊 ROL1ssel.sutra note 170. ]).200 
172 Laurent Leveneur. supra note 33， p.8ジヱスタッツ菅(野村本111沢) ・前

作 (23)100買、斉藤実美了「同性愛音と家族」京海i1、学27号 12ω2年)55頁一
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プランスにおける非婚ブjツブルの法的保護(2・冗)

五月#命以来の流れを汲むh向性であるとも説明されるまた、婚畑を避

けて婚姻宇で生活する異性カ yプルも婚姻以外の担lしいJ削止をば、裂としごい

る、と述べることによって、阿性カップ"')しの法的承認にNする反発を軽減する

且図もあったようである

にみ 民事結介契約に閲する法案

民事パー!ナー契約の止法の動きは、ジャン=ポール ブリカ〆ら 5人のグ

ループに受け緋がれた。彼らは、 1991年日月に、同性および異性のJド婚カップ

ル、および、|円HJt-，る者たち(lesC'ohabitations) のための法的地f止を創設す
ることを円指して、グル ブを組んだのである。その後、このような地依を創

設する契約は、民事結合契約(Jecontr3t d'union civile、略して ClICJ と呼ば

れるようになり、 1992年には、民事結合契約のためのグループ。が札られたU

1992年11n 25 H、民事結合契約の創設に関する法案(第担)66号)が、ン吋〆
=ピエ ル ミシ工ル内 8人の議員によヮ亡、同氏議会に提附されたが、審議

にはでらなかったむよこれは、社会党の議員グループの 致が得られなかったた

めに、一部の議員によって提出されたものである。当時は、向性カップルf府警

の必!t:性が徐々に認識されつつあったものの、こ U)間出に;'Jする同心が薄かっ

たために審議されなかッたようである j

なお、民事結台契約に閑寸る法案(第880号)1土、 1993イ1'1211、ジヤンニピエー

ル・ミンエル、ンヤン=ピエ ル シコり工ヌマン、ショルジコ・サレ言主Rに

よって、凶討議会に円提出された。しかし、 93((.3IIに左翼は政権を失ってお

り、再提出尚、議会では右翼が多数派だヮたため、議論はさオしえなかった174

(2) 90年代後半

Cu 社会結合契約に関するU、案

1995年9H、民事結介契約の創品実羽を日摘すグル ブと、エイス忠者を支

援する援助出休が前びつい亡、社会結合契約(Jecontrat d'union sociale、略し

てCUSJ の創"支が目指されることとなった。名称が変更になったものの、社

会計台梨約も、基本的には、民事結合契約を踏襲したものであり、|司件カァブ

ルを合む非婚カップルの社会的承認が口JHされた〕

こうし C練られた社会杭合契約に関する法案(第:J:jlo号)は、 1997年 1月23

17:1 t'f藤実美子「訳ず「解説」ベルサン著 L内藤訳) ・前掲古注 (2:，)152頁 j

17-'1 Gerard Bach-lgnasse et Yves ROL1SSel， supra nott 170， p.1S3 
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口、社会党のグル ブによって同討議会に提出されたc さらに、 1997年3H 19 
日、社会党の冗老院議員のグループが、 JfiJt1'の法案(第274号)を疋老院に提

附した 2 しかし、当時も政権は才7翼がl1i'っていたため、これらの法案は、品川令

されなかった

なお、 1997年 6Hに社会党が政権を取り戻した直後にも、同燥の法案がすて

続けに提出されている 1997年6月24H、民事足ぴ社会結合契約 (uncontrat 

(1'l1llil川 civilccl s旧日¥c， 11I1tして Cl"CS) を創lぷする法案(第88号)が、ジャン

二ビ工 ル・ミシ工ルと急進派のグル ブの議員によって、国民議会に提出さ

れた17:)。また、 1997年 7月には、社会党同氏議会議員のグル ブが社会結合

契約に関する法案(第94号)を担山したわし吋'jcも、社会党政権十とはいえ、

党からの十分な委任を得て準備され提I引されたものではなかったため、審議は

されなかったようである。

(あ共同fll詩契約延

以上のような紅会党側の勤きに刈し、保'.i'側も、|叶YltJツブ。ルへのJ.U去によ

る対応について、検討を始めていたい保守政権末期の1996午、当時のトゥーポ

ン可法大相がボルド 大学の家技法学者ジャン・オゼ教授にrfZ-;'j書作成を依頼
したのである A オゼ教ほの報告古は、 1998年2月に提出された j

オゼ救授が提案したのは、性別構成や関係を全く ~Mわない 2 人を対象とした、

そして金銭問題の解決に限った契約(共同利椛契約 11:'pacte d'inter計 COlllmun、

略して PIじ)の創設であったm。財産的次元に限定するため、オゼ教授は、新

設するこの契約を、財 (biens) に関する民il、典第 2編に古き加えるとしてい

る177~ IriJ仕カッフル承認という象徴的効呆をもたらすことなしjriJ性カップ

ルに実際的な利訴をワえることがH指されたことによるものと思われるべ

しかL、このオゼ業がI中Iされた当時、政権は社会党が恒っていた。 1997年6

月、社会党が国民議会選挙に勝利したため、政権は社会党に移ったのである{

175 Tristan :，:lage， Facti! civil山 solidαrite(F./1CS') . De la 戸時U幻tionde 101 relativc 

1111 tac/c (，，!:1'il rle solularui: : 13ο('/olm; 1.9.9θμ 叩 nμdゆlumdev川 U lePαr!cmenl 

fr，αηぐαis: J:3 octobrl' 1999， Tome T， 1999. )).i9 

171i Jcan Hauscr， Du PIC <lLl P . .i¥じS，cxpcnisc氏eneLiqucd'ullc loi. Dr. f3millc， 

horsδ白ie，dec. 1999. ]).15 

177 _)，、パックスが書き加えられたのは、人 (personnes) に関する民法拠第

I編の段後である c
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プランスにおける非婚ブjツブルの法的保護(2・冗)

そのため、オゼ案が実際に法案となって提附されることはなかったー

③ イレーヌ テリ一家

199i年 6Hに政権を取り戻した社会党は、同性カッフル保議寸法を重要なロ畢

題の 1っとして捉えていた}そこで、社会党政権のオブリー雇出辿帝大以と工

リザベト ギグ」法務大内は、 1998乍2H 3口、家族社会l子'者。〕イレ」ヌ・テ
リー救授に対 Lて、 ]ri)刊カップルf呆;古~iL法に関して諮問を行ったりそれを受け

て、 1998年4月に提仲Iされたものがこのイレーヌ・テリ一条である"討。

この索は、|同11']ブ'J':Jブルはコンキュピナ ジュに含まれないとした政政院判

例をす11、によって覆し、向性カップルもコンキコピナ ジコに含まれるとする

ことによって|同11']カップルを保護するというものであったc 刻しいカッブルの

地iすを新たに創設しないで済まそうとする占で、それまでに提案された1]1では、

最も消極的なものといえるο

テリ 教授のこの姿勢は、カップルの性別構成を問わない契約を自IJJ~-9ーるこ

とに対して反対であったことにけl~、するわ彼女は、|叶YltJ ツブ。ル保ぷのために

新たに市1)1支を構築十るのであれば、同f主カップルに限定したものに仕べきであ

るとの，'，場をとる c その背畏には、性差に意義を見出す与え)Jがある 179つ f丘

kは、「性芹」が社会的、主化的に構築されたもの、すなわち「性化されたも

の(lcscxue) J であることを認めたうえで、その丈化的差異こそが人WJ社会に

窓味を日えていると考えるりとりわけ、カップルの関係は、性化されたアイデ

シティティによって'1じる感情によって形成されるものであり、 l性化された

もの」の立義がili:偲されるべき領域であるとする j このため、カ yプルという

関係を形成1るための制度が性別構成を問わないということは、 ]c)性WJか異性

聞かが屯安な忠昧をもっカソブルを規伴ずるものとして、望ましくないという

わけである。だが、彼止は、阿性カソブルを差別し、法的保設を芹72する"場

をとるわけではない〉カップル関係内の r'I''[(1内なもの (lesexu(1) J、すなわち

七クンユアリティは、「性化されたもの」とは灰別されるべきものだからであるい

17B In~nc Therv，凸utle，jilialum叫仰fCI1If>aujourd'hui. Odilc jacob， 1998 

17U このような分析を加えるものとして、 Eric]<'出おinet T¥'fichゼ1Jieher. Paritf' 

CL PaCS : <lnalomic poliLiquc d'ull rappχ L. Danicl Borrillo ct主ricFassin (dir.) 

A1t-delrl l1u PaCS. P1T. 2001， ]).30. Yヰ藤実芙了「パックスとパリテ 性去とセ

クシュアリティの交差内 」法とセクシュアリティ第 1号 (21102年)判長以卜{
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研究ノ 1 

ゆえに、事実|の結什としてのコンキュピナ」ジュに向性カップルを含めるこ

とによるf呆護のみを提l円したのである}

2 パッヴス法案

f誌にパックス法 (1999年11H 10日の法律W9/11号)として成>iするに至った

法案は、実は、ほぼ同じ内存で 2同提出されている， 1同日に提山された民事・

社会結什契約に閑ずるi1、主主を「パァクス 1J、2凶円に提出された民主連帯協

約に閲する法索を「パックス 2J と呼ぶこともある口それぞれについて順に見

亡し、くこととする乙

(1) 民事及び社会結合契約に関する法案:パックス 1

民事及ぴ村会結合契約 (unconl1札 tl'uoi川 1civih、clsocial(、略して ClJCS)

というれ前は、社会党の政権奪回直後の1997年6刀24けに、ジャン二ピエール・

ミシェルと急進派のグループの議員にょっと、同氏議会に提附された際に初め

て使用されたものである。民事及び結合契約においても、 101'1'1カップル・異)'1

カップルにとどまらず、一緒にヰ析することを望むすべての人々がその対象と

さオLてい7二

1997年9月12日、国民議会の司法委f司会の委員長であるカトリーヌ・タスカ

カ仁パトリック・ブロンュとジャン=ピエ ル・ミシ i ルにA')して、石義民らに

よっ亡J是案された様々なi1、iとを調和させることを要本した tこれを受けて、ジャ

ンニヒ」エール・ミン工ルとパトリソク・ブロンユが、民事 社会結台契約に悶

するは、茶(パ yクス I)を練り1--， (.)'181、1998年4月28日、国民議会の司は、委

員会にかけられた戸そして、 1998イ1.9))2311、凶to'議公的司法委員会において

採釈され、国民議会に提出されたのごあるυ つまり、このi1、案は、議日グル

ブが提問Lた従来の法案と比較して、 |うJ、な準備に基ついて司法委員会の採択も

lkll マルテイヌ オ7リ 雇用連帯大同も、 1997!f7 )j 21日に、ジャン=ポー

ル・フリカンに宛てた手紙において、このことを確認していた (GerzlfClBach 

Ignnssr cl Yv凶 Rousscl，四tranolc 170. p.212)。

同1この段階でも、カップルに限定せF、比|百]生活の円的をもっ2名の告のた

めに必出:な連帯を向上させるという去勢は維持されていたようである。 1998イ|

1月24日、民事及び宅|会結合契約のためのグル プの第 2凶会議に、カトり

ヌ・タスカと工リザベス・ギターは、その旨のメッセージを冒せている

(Geranl I3arll-Ignas町 cLYvcs R(川出じ!日付αnolc170， p.213-2H)。
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プランスにおける非婚ブjツブルの法的保護(2・冗)

得て与党側から問されたものであり、~法の υJ能性が同いものであったといえる。

だが、この法案に対Lては、右翼側から、当該法案の内科には志法違jえがあり、

審ぷするまでもないとして、向上せ説会ぷ院古札口11によって定められている小呈埋

の抗弁がなされた。不受却の抗1Tは、通'市、議会多数派が提山している法案に

ついては叫決されることがないはずであるc しかし、与党である社会党議員の

欠席多数と、野党議員の高い山席率によって、 1998年]()月 9H、ワ沿提出の法

案に対ナるィ、受理の抗弁が口Ji主されどLまうという「珍事」となった。このよ

うな事態となった原凶としては、社会党議員の関心の低きであるとか、同E助、

日野党の17別を超え亡個人の制値観と関連し亡いること、当該1)、延を廃誕にし

ようとする側の熱疋が高かったことなとが挙げられている

(21 民事連帯協約に関する法案:パ、ノクス2

， 9~娼年 1() 日 13 け、民事・社会結合契約に関する法案は、民事辿帯協約\le

paclc civil dc solid日riLe)に関する1)、議(第1118号)と名前を生えたものの、内

存はほぼそのままで国民議会に丙松山されることになった ずI前が変更された

のは、民事連帯協約とし寸名前のほうがフランス人にとってイメージがよいか

らのようである 182

国民議会の第 j:i)C会では、民'jf連帯協約に関するj)、案に、事)64時聞の議論を

費やした。多くの時101がかけられたのは、保守側の抵抗が強かったためである。

そのほとんどは、向性カップルをj)、的に保護 j一ることに対しての抵抗であり、

異性カヅブルとそのチからなる家政に価値を置くべきであるとする意見が、そ

のよなものごあった j このため、国民議会での議論の過程で、「家族とは悶係

のない単なる契約」としてのパックス的色令いが強められることになった。そ

の結果、「成年に達した判然人」に当事者を限ノじよる丈百が加えられ、パ yク

スの「統先を婚仰と同帳に市町村役場としていた原案から、小審裁判所書ロ己ロ畢

での手続に変更された{パックスの終了の""件、税干賃貸借に関するパ yクス

の 定の去 I定を阿肘している兄弟姉妹に開いていることの是非については、前

じられたものの修止はきれなかった〉このような議論を経て、一部修止された

法案1附が、 1998年12H9日、円討議会の的 読会において、 316対2，19で採択

され、冗老院に送られた

1M2 大村前掲吾注 (2:1)24:1頁け

183 Tristan 1¥13ge，幻1jn'，αnote175. Tome IV， 1999， p.789 et s 
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π老院での審誌においては、同性カップルの制度新l誌による承認を絶対的に

担絶すべきことがヱ張され、 コンヰェピサージュと婚姻との聞に却lしい地位が

diJii支されることに対しても激しい反対がなされた〔パックスは、非婚カップル

や独身平?を侵害するとして批判されたのである{このため、正老院の多数派は、

「ノミックス」を印Ii註する規定をすべて削除する代わりに、個人の'1活の自由ペコ

私生活 ま民生活の尊iffを民法典第9条第 l項に規定し、コンヰュピナージュ

の定義規定1[;-1とコンキュピナージ工契約の有効性の承認を民法典に J寺入する

ことによって、 1"1'1'1カッブルを含めたゴ|婚カ yブルの保護を凶った{また、カッ

プルに限らず連帯関係にある者に思恵をヲえる税制や、込弓の自由を保障する

相続制度を採崩することにより、共同生活をする省を保認するという手法を

とった己こうして、同氏議会が採択したものとは全く違う口、丈に書き改められ

た法案(焔刷、コンキュピナ ジュ、辿帯関係に関「る法案第14i9号)18~が、

1999年日片23日、 195対116'(採択され亡、同氏議会に送られた。

国民議会のμl法委員会は、コンヰユピナージェの定義規定を置くよことについ

ては受け入れたものの1州、パックスを市IJ除することと、税制及び相続に問「

る規定を設けることについては拒絶した。パソクス法案は、凶民議会の第一読

会において、 3月初日から 4月1日にかけて審議され、最終的に施わされるこ

とになるパックス法と全く[riJじ内存に修正された行パックス0)小存裁判所での

手続の詳細、 J~同の住居に問「る支出についての第三者に対「る連帯責任、パ y

クス締結後に右償で取得した財産についての共有推定、パックス解消の帰結、

成年被役見人のパ yクス締結侃能力、生存配偶者と同様にパックスの生存当事

者にも死亡 時余が支払われるなどの規定が加えられたのである。 hで、純

平f日家に関ずるパ yクスi1、の規〉己が!lJ百]生活をずる 2人の兄弟姉妹聞にも迫加

されうるとしていた制定は削除された。この修了Rされたパックス法案出は、

1削 「コンキコピナージコは、婚姻によって結びっくことなく、カ yプルとし

て生活する 2frに関する事実である」として、判別構成に言及しない 点、婚
姻については、「身分史による学式がなされた I人のりj性と I人の応性の結合

である」として、|可件カ yプルを排除『る規疋が設けられた

HiCi Tri乱an:L¥'1ngc，叩向'!1nolc 175. Tomc咽， 1999， p.13G3 cl s 

ll!(iとはいえ、 A義見Aを聞くことについて受け入れたのみごあって、冗老院
案の定義のまま士比定寸ることを''{2け入れたわけではない。

1討 Trislanivf叫 C，suttu山山， 115. TOl1lc VIII， 1999， p.1107 clぉ
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プランスにおける非婚ブjツブルの法的保護(2・冗)

1999年4H 7日、 300対233で採択され、瓦老|沈に送られた。

冗老院は、国民議会から送られてきた法案の第一説会での腎議に入る前に、

その先iた問題1同があるとの民ぷ巾"てをなすことを、 1995乍oHllD、211対

加で決定した その珂111としては、婚姻が参照されるべき制度であること、婚

胴とコンキュビナ ンユの問にカップルの新たな法的地伏を構築することは婚

姻を侵害すると10JI守に非法の世界的コンヰユピナージユをt凶色するおそれがあ

ることなど 8項円を挙げている1出。

両院で結論が分かれたため、 1999年 5汀18H、各P，'GO)jn-J放の代表から成る合
同委員会が聞かれたが、合意は得られなかった。

国民議会のμj法妥員会は、もはやパックス法案の修正をf丁わないことを決定

したハ 1999年 G月13口、同氏議会は、析しい読会において、前回と全く同じ内

存のパ yクス法案を300:<J243で採似したわ

方で、ブじ老院は、 1999年6月初日、阿氏J議義会が全〈同じ内容の?μJ

てきたことなとを理円而1とLて、%1-なに先決問日昼の異議しいjLてを決定し、パック

ス法案の審議をlJわなかった1山。

結局、凶討議会の単独議決となった。 1999イl'1 O)J 1311、賛成315・反九12，19. 

某栓4で、国民議会が民事連帯協約に関するU、案を可決L、i1、律として成立す

る辺びとなったのである

しかL、以対派の1!¥liLI土、それだけではi冬わらなかったμ パソクスに関ナる

法案が可決されたその11、反対派議員(凶同議会議員213'(，、元老院議員'151〆，1

によッて、芯;1;院に違芯審千平巾立てがなされたのであるは芯i1、院は、 1999年11

) J 9 11、多くのffl保を付けながらも台憲判断を十した101

1999年11月15日、シラク大統領が審署L、ょう干くパックスi1、は発効するに

至ったのである。

1同法案が審議される院において、戸高員の提案により、当訟法案については審

議の必民がないことを決定よる H的で1阿に限り提起されうる問題のことをい
う(元主院規則能村条第 3J良)戸

1対日 Tris七ml'vl礼ge.sutrαnute 175， T011le VIII. 1999φp.l i 44 

19(> Tristan 1¥13ge，幻1jn'，αnote175. Tome IX， 1999， p.20i7 

1り1 この合憲判断の内容についとは後述rる。
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第 1節小括

パァクス法は、目的年の般投院判決によっし!日1'1十カ yブルがコンキュピづー

ジュに含まれないとされたことを契機として、制定されたものである。したがっ

て、|可件カ yプルたちの法的保議の安求にL心えるということが第ーの同的とし

て口折されたわけであるが、そのためには、保守側からの強い抵抗を抑えなけ

ればならなかったりこのため、パックスは、保;主lU市J としてtfiJ:I\~ものとなり、

さらに、複雑なil、的性質をもつことになった。いかに抵抗を抑えて同性カップ

ルたちの'~-求にかなう法律を実現させるかということに闘'C、が向けられたため

に、 ;1、律卜の細かな配!曹がされなかった、あるいは、なしえなかったのである。

点で、パックス法は、コ〆ヰユビナーンエの定義を規定し、 101'1'1カッフル

もコンキ 1 ピナ)ジュに含まれうるとしている。これは、ブE老院から出された

ヤく違う法案におしミて、「焔州しないカ yブルとしてのコンキュピナージェの

尊重を碓4支なものにするために」コンキュピナージュの定義規定を加えること

が松唱されたことを契機としており、当初のパックス法案には存存しないもの

であったl!:'L とはいえ、パソクス法は、同性カップルのu、的保護を lたる門
的としたものであるから、コシキュピナージュの定義規定を加えるという F法

は、同性カ yプルを排除する従来の判例法トのコンキュピサージュの定義を修

1下寸るものとして有用である。したがって、現杭のハソクス法においてコンキュ

ピナージュの定義'!J!;Lがされたのは、「コンキコピナージュに同性カ yプルを

含ませる」ためであって、元老院がいうような意味での lコ〆キュピナージュ

の尊ili:Jは直接のH的ずはなかったと考えられる A このことは、コンキコピナ

ジユ契約の有効性を規定した元老院案に対し、パックス法では、コシキユピナー

ジコの効果について、何も規λじが加えられなかったことからも説明できる Aパ y

クス法は、婚銅しないカップルとしてのコンキュビナ ンユに対する法的対応

についごは、従来通り、判例法の解釈に委iJTいるのである

つまり、パックス法は、非精力ツブ、ルの法的保護に大きな影響を与えるもの

であるにもかかわらず、パックスについてもコンキュピづージュについても、

|分な法律!の制定を置いたとはいえなし九このため、パックス法制定後のノYソ

クスとコンヰユピサージュそれそーれの法的位間っけについては、 f円釈に多くが

1りL Alain Sf'riaux. De J'upporhmitf' d'tm st礼tutdes concubins. sutra Ilote自O.]).29 

Philippc }，.faburic CL Hu只ucsFulchiroll. La fr-αmulf， 2"ed.. DcIrenois， 2006. p.158 

]
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プランスにおける非婚ブjツブルの法的保護(2・冗)

委ねられているといえる 2

第2節パッヴス法制定の帰結

長後に、パックス法の制定がフラシスにおける非婚カッフ「ル保E整理uf7に与え

た巨味を検】lすする{パックスについての保護瑚論がどのようなものであるか

(T)を概観した佼、コ〆キ工ピナージ工保議埋論や婚姻秩J(へのパックスi1、

の影響(rr )を考察する。

I パックスとは何か

耕たに創設されたパックスというものの性百を1'1、的にどう捉えるか、そのよ

うな保護をどのように恥明できるかというのは、パックスのその後の運聞や、

パックスを締結しごいない非婚カップルの地fすにとっ亡、重要な問題である。

パ yクス法注意中立てを受けての1999年11)J9 Hの蛍法院及決193は、パ yク

スの保護技術を窓口、卜if当化する説明を加えることによって、それらの問題に

定の解答を与えた1:1)。この裁決をどう評価し、ハソクスをどう位置つけるか

については、学説におし、て対立しているほ'^

1 憲法院裁決

1999イ111IJ 9 11の憲法院裁決は、 i)意見書 (memoirc) 0)受理可能性、 u)

立法手続の適U、性、山)立11~7íの裁量権の範囲、 iv) 平等原則違LC v) I Jl 

tu的婚1同の伝包」、 vi') I 契約法的基本原理」の伝官、 vú) 人 IUJの相厳のf~~[@:

BIJの侵害、、.iii)私生活の尊重の侵害、 l文)家族と子どもの保護の侵害、 x) コ

シキュピナ ジュ当事者の権利。〕侵吉、 xi)所有十字のi主主という唄日の検討

を通し亡、多くの解釈上の悩保をつけながらも、パックスを合憲であると判断

した1判。憲法院により、パソクスの性質には、相反する 2ワのlJl向性が与え

1，):3前注 (28)参問。

間違憲の疑いがあるパックス法の規定について、解釈上のすf保をつけること

によって合怒とした凸、に対 tる批判があるついわば、窓iJ、院が、第 の立U、l付

のような機能を果たしてしまっているというのである WrancoisTerre， Histoire 

d'l1肘 loi.Dr.[川 ¥illc.L(' Pacs， hor誌はric，d川 1999.p.29)。
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られた， 1つ口は、婚桐とのjヰ接、 2つ口は、婚桐とのv別であるー
(11 婚姻との近接

研究ノ 1 

パックスと婚胴との近接としては、憲法院がパックスの当事者をカップルに

限定した点((j))、パ yクス法の規定的多くを1虫干J法規とした点(②)が挙げ

られる 2 これりは、パックス法の'1'にl設けられた諸制定聞を作憲的、毒性行的に

前釈するためのものである}

小 カソブルへの限定

止法省は、パックスと焔酬とをμ~Ijするという考え占干、共同生活者すべて

を対象に「るという意閃から、パックス当事者聞に性的関係が要求されるわけ

ではないと考えてきた口ただ、実際には、パソクス当事省|出には)')的関係が存

ιすることが多いであろうことを見越して、婚姻と同様の障害事出(民J、典前
515-2条)を設けたと説明していたのである 19~に

これに対して、憲法院は、婚姻の障害事由を踏襲したパ yクスの障害事出を

辻当化できるのはYI的関係の存有だけであるとして、パ yクス当事長|叶に')'[的

関係が必要ごあるとの解釈卜の博保を利した。民u、典第515-1条の「比同牛前」
の定義に、共Hi十肘でのH俵に加えて、 lカップルの月間 (UllCvic dc coup!cI J 

を前提と「るという留保を加えたのである c さらに、窓i1、院は、障害事卜Hにほ

触するパソクスを絶対世効であると判示しており、その理由として、パックス

障害の既定は婚姻障害と同じ恨拠にょっと正当化されることを挙げる tつまり、

l人の法」における公序規範の苧重であるとする これによって、パックスは、

「カソブルも利用できる」新たな契約と Lてではなく、「カ yブルのための」

特，!Iiな契約であるということになった。

このことは、パ yクス当事者の私生活の尊平への配慮が求めりれるという帰

結を導く。パックスは、カッフルという人格的|場係に基っく契約であることに

なったためである。憲法院は、パックス当事者の私生活の尊市のため、パソク

スの信市H専の閲覧がアクレによって(治三者の権千IJに情意しながらも)制限さ

オしなければならないと判示している〉

お 強行法制性の承認、

志法院は、パ yクス法によって民法問上に需き加えりれた民法夙第;)15-1条

から旧 U~515-7条の規定のうち、後得則産の共有推定を定める民法典旧約315-5

1り"Nicolas [I.'lo1fessis. SUtlαnote 71， p.40:] 
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プランスにおける#婚ブjツブルの法的保説(2・光)

条以外は強行法制であるとの旬保を付したコ '1'でも、相片的物!T.a'0健助義務の

百l1J間と、 方「内解消時にフ万一 hがある場合の柿償義務の強行性が強調きれ

ているコ前者は寸法者の意|叫ペコイ也のパックスy去の条丈との|掲係を根拠に、後者

は人権亘百第4条の rI'IIIIJを根拠と「る。このことは、契約1'1111により規律

されるはずのパックスを拘点的な婚畑に近接させていると評何できる。

也法院のこの判断は、なぜ 2ンキュピナージュで生活するカップルや単身fi'

よりもパックス締結者が税制等において優辿されるのかという問いに什全的に

泌符する際にも活肘される。

まず、なキfパァクスがコンキュピナ ジュよりも優JQlされるのかについとは、

ノくックス当事者が、コンヰユピナージュのカップルとは遣って、「 定の債権

i責務関係に拘束されている」からであると Fる。つまり、コ〆キ工ピナーシ 1

0)カップルは、相手ノらとの関係形成・維持田解消「べてにおいて山市であるの

に対し、パ yクス当事者は、パックス1'.1、の強行口、規からくる拘束を受け亡いる

ため、両占 l~lo川正 i) 扱いの相違はよと当化されるというのである 3

また、なぜパジクス当事者が中身者と違ってん同諌税の手IJ持を受けるのかに

ついて、憲法院は、共|叶謀税の利益はーん当事者が世収入かわずかな収入であ

る場合にのみ宇受されるものであるところ、 iJI，:同:府立から引き出される他方

当事者の利益は、人権官772お13条(和税負jHの、ド等原国11)に照らして、世帯内

のfJ~扶主主7Tの存在によって正当化される」と述べたυ これも、コンキコピナー

ジュとの|メ別と似たような論理である。すなわち、単身長と違って、パックス

当事者は、相手方の扶交についての負担をする場合があり、その負担は、パ y

クス法によって課せられている的であるから、そぴ〉場台に説，<i;が共H課税とな

ることによって目、官、を受けることは止当化されることになる A

つまり、パックス当事者は、パックス法の強行法制による法的立務を買って

いるため、法律によっ亡魁忠がワえられることが正当化されるというのである。

(2) 婚姻との区別

五E法院は、パックスと婚姻とを近持きせたものの、|可侃はしていなし凡|山J朽

の同別をはっきりと残しているコこれは、パックスが婚網干基本権を侵さして

いるという王張を斥けるためになされたもの Fある日

契約という法性決定

也法院は、パックスが婚姻制度とtJJ:触よるために違逝であるという中立てに

対し、パックスに関する規定は、婚期間に閲するいかなる規範も問題にし亡いな
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研光ノ 1 

いとして、パックス法の作憲性を認めた。つまり、パソクスは婚則市11度とは違

うものである、疋から合意ごあるという考え方である。

さらに、憲法院は、そのようなパソクスの法的性伝を、「契約」であるとし

ており、それは、「民法問第515-1条から第515-7条の片的は、共同j生活を組織

するために成人の 2人の自然人によって締結される特別lな契約の創設である」

との言葉に最も端的に友明されている}そして、この「契約」であるとの判断

は裁決文'1'に繰り返し現れている。

例えば、出法院は、コ貴~ (repudi3tion) をず干認するパックスは人|日lの尊厳を

侵害しといるとの申すてに対し、パックスは婚姻とは関係のない「契約」であ

るから、その 占的解消は遺棄と法判決定することはむきないとしている そ

のうえで、パソクスの 方的解消が叫能であることについて、パ yクスのよう

な 'Hm削の定めのない契約」を一点的に解消することは、人権宣言イ条から生
ずる自由の'1'に含まれることを挙げ亡その達意性を否定している。また、パ y

クスの h当事占が婚痢した場合のパックスの即時併消については、婚胴の山

出の尊亘からそれをif当化しているレさらに、芯iJ、院は、 パ ソクスが婚姻制l支

や家政制度とは祉関係な契約にすぎないことから、て「どもとの関係を規律せず

にカソフルの関係を規律すること、生探パックス純計数の制限や再パックス待

椛期IUJを設けないことは、、/法省σ)裁i誌の範|捌内であると1る。

この次冗におし冶ては、パソクスは婚姻とは関係のない「契約」であるという

性質を根拠にして、カヅブルの人格的以素から '1 じうる~~ffiについて械わない

ことが正当化されている A

(記) 契約白白の承認

既に述べたように、パックスの多くの規どが強1ril、規であるとされたことか

ら、パソクス当事者の契約自由は、 憲法院によって縮小されたといえる。だが、

パァクス後に有償む取得した財件のj七有推定を定める民法典|円第五15-5条につ

いては、パソクス当事者の自由が崎重されている〔憲法院は、同条の丈， ，自体

を根拠として、共有推疋を当事者の合自によって修止ずることを沼、めたのであ

る〕 方、共有推定が及ぶ場介にワいては、共有に|掲する民法典{X~815 条の適

肘があるとする口

この共右の例のように、憲法院は、パソクスには契約に|掲する民法典の 般

規疋が旭刑されると明記しており、特に、契約の有効事件である「合自-J の 1~1

抗に閲する民法典前1109条以下が適用される骨を明らかにしといるーこれは、

[30SJ 北法;)8(1'186) 1閉



プランスにおける非婚ブjツブルの法的保護(2・冗)

当事者の契約自由を時実に保障しようとしたために述べられているものとさえ

らtLる

以上の憲法院の判|析は、パ yクス法を合志と fるために、 2E法上の原日Ij、契

約法|の原則、「人の法」的要素、す法者の意|ヌ!といった根拠を使用できると

ころで持ち山Lてきた感があり、統 的な恥明が離しい。止法段階で考えられ

ていたものよりも、パックスの法的性質が複雑なものとなったといえるい

2 学説の考え方

蛍法院裁決に対しては、干恥からの批判が多い行止法過程においては、パッ

クスが「契約」ごある旨が強調されていた己しかし、意11、院は、「契約」であ

るとの法性決定をしながらも、焔捌と近Jをさせるような刊断をIriJUl'に行ってい

るU 意i1、院は、パソクスと婚姻とを、す1'.1、者の意閃以卜に近接させたことによヮ

て、コンヰユピナージェよりは安定的に、必桐よりは訓J旬以的になるようにパッ

クスを1'.:，置づけたのである。つまり、コンキ zピナージュと婚姻の聞に、パ y

クスというわ の型を創り山したといえるっこのことによって、パックスが不

安定になったと批判されるのごある l'l(i

では、第ーの型であるパックスとは、何なぴ〉であろうか。コ〆キユピナージユ

と婚姻との聞にパ yクスがあるとして、どの程l定まで婚姻に近接しているとい

えるのだろうか。この間いに対する見解は、パックスの法的性質を l契約」と

捉えるか「制民」と捉えるかに対する見解の違いにつながる 1~)7υ 

(11 パックスの法性決定:契約

パソクスのi1、的性質は、立法過程におし、ごも、条i正kも、志i1、院裁決におい

ても、「契約」であるとされている。しかし、パックスには、締結できる当事者、

手続、合巳ごきる内作などに通'市の契約目、上の制約があるけ「契約」としてのパ y

クスの特殊性は、コンキュピナージユ当事者が結ぶコシキュピナージュ契約と

比較ナると明らかである コンキュピナージュ契約は、婚姻の拘束からの1'1111

i何ジi スタッツ'lt(野村・本山訳) ・前所 (23) 102兵戸 Philippc}，.f3lauric， 

S坤叩Ilote59. p.:~O 

197 この「制度」か「契約」かという議論は、フランスではよくなされる議論

である 2 ここでいう「制民」と「契約」の意味につい亡は、前作 (30)参照。
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を本質とするコンキュピナ」ジュ当事者が、当事者の自由な意思によって契約

内科を作成し、それに合足するものであり、 般的な契約法規に従う"ui，凶の

作法性なと、契約の右対j要件を充たす必要はあるが、コンキュピナージユ契約

は、当事者の梨約1'1111、起思の11律の原則に支配きれている 一方、パ yクス

は、パックス法や憲法|沈裁決によってl設けられた制約により、必ずしも当事者

のl'1 ri1なELEtによって契約内有が作成できるわけではない{この:wlj(fJがなぜ正

当化されるのかといえば、パ yクスがある特定の日。['0をもったi1、規範の稔イ小で

あるから、「なわち「制度」であるからと考えられるむこのことは、パックス

を「契約」と性百つけることの妨げとな内ないか〕

パックスが「制度」としての'1'1質をもつこと山体は併定できない。しかし、

パックスを「契約」であると宇るす場は、パックスの「制反」とし亡の側面は

特に宝山ではないとする 193口通常、「契約」と法什決定されるものにおいても、

契約の 般的枠組みのほかに、 U、律によヮ亡強行的に決定される内容を含んで

いるからである口そのような例としては、組合契約であるとか消昔話契約が挙

げられる。これらの契約には制約が多いが、その「事~*JJ 的性質は否定されて

いないっノミックスもこれといl じで、基本的な法的性質は l 契R:~J であるという

のであるり

この与えんは、パックスの目的や規律があくまでも通常の契約と Hヒ財産的

次兄に限られているとし寸前提に立っているものといえるμ パソクスは、財民

的次元を規律するものであるが、カップルの共Wli青における財産的関係規律

を日的としているため、その範囲内で婚姻に類似するにすぎないと考えるのご

あるしたがって、このν場においては、コンキユピナージユとパックス

と婚姻とは、それぞれに次冗の追うものである μ 1fXrのカップルに「ぎない

コ/キュピナ ジュ、カップルの共同'1活の則産的制律をする「特早Ijな契約」

としてのパ yクス、翠族を形成する礎としご制度的にカァプルを保議する婚姻

とうfけられるのである。

(2) パッヴスの法性決定 「制度」

これに対して、パックスの法的性質を宇兵泊りに「契約」とすることは、パソ

198 FranC'oise Dekeuwer-Defossez， PA心Set famille， H.etour sur J'analyse juridi 

qur d'un contral conlrovcrSC¥ RTD civ. 2001， p.531 

1りuIbid. )).545 
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プランスにおける非婚ブjツブルの法的保護(2・冗)

クスの本貨を捉えていないとの見解もある~l)(1。そこで対照されているのが婚

姻ごある。フランスにおいては、姑姻もまた民事契約であるといわれる?'(ll

この場作、当事者の自由なま也によって、婚畑を「利用することについて」介

且『ることを指して民事梨約!こ呼ばれているつ婚姻の利「けに入った後は、当事

者聞の関係が強行80に決定されるのであり、それが婚胴「制度」と昨ばれるの

CあるツOツη ここで{果障されている当事行の1[ ri1とは、契約[[ r討ではなく、フ

ヌイ工教J受の葉を借りれば、「カップルの自由(Jilwrledll (，()l1p1cJ Jである

他者の圧力や十捗を受けることなく、婚捌制度の干IJ尉を合立することができる

点に亘点が置かれといるのである ~il:-jカップルの白出」の保障は、コンキュ

ビナーンエ当事者を保護することにもつながる c カッブルが婚制ilJiJ度を利肘し

ないことを選択rる自由をも保障rるからである。
ここで、パ yクスに視点をほすと、パックスにおしミて保障されてしミる当事省

の自由は、契約自由というよりも婚姻において保障され亡いる自由に泣いこと

が分かる 3パックスにおいても、その利回について、当事長の山巾な意思によっ

て合志 tることが可能であるものの、パ yクスの利用に入った後は、パックス

法的一体的な規律に従うからである c パックス刑j同後も、一定の事項について

は当t，1fの合立による悶係，J!1:fが可能であるが、それは、パックス「制民」が

そのような悶係規律を部分的に認めているからに他ならないしたがって、パッ

クスが「契約」とされることは、婚姻における民事契約のように、パックス当

事者(及びコヤ/ヰヱピナ ジュ当事者jに lカップルの白白」を保障するため

句。 DominiCJueFenouillet，正Juplehors mariage et contrat. sutru note 118， p.l00 et s 

山1 フランスの婚胴における契約自由の原則を検討するものとして、企山直樹

「フランス革命・民法問における契約日山の原則 婚姻と新婚も踏まえて (ー

/一・元)J民商131巻 2号 (200イ1[:) 1良・ 131巻 3号 (2ω;j{I'.)2口氏。

山利用するかどうか」についてのみ当事者の向山な志思により、その後は

強行的な規律をするこのような制度を、フヌイエ救伐は、「法定の地位のi!J!J度

(in叫ilnlion-slaluL1l、引1lJとして分析している(Dominiquc、J<(，JlouillcL心ll1plc

hors mariage et contrat， S叫)ra川 te11民p.l叫L
川斉藤笑美(c性的JH向と人権 フランスにおける向性問婚桐ぷ品」 楠
法学5巻 2口(2006年);)(-)3頁においても、「婚姻の向山は巾l民の課す公If'に従
うことを白ら選ぴとる白白と-4-えられる」とフランスにおける婚鯛の白白を説

明している。
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の技術として意味がある 2 しかし、全体としてのパックスの法的性質は、「制度」

であると料百制寸けることがごきるというのである}

この与えhにすっと、パックスと婚胴の併置づけは、かなり近接したものに

なる口もちろん、パァクスを「制度」と fる見附においても、パ yクスが財斥

的l場係剥律に|担定されたものであることは重視しており、「制度」であるから

といって人的関係規律をするものであるとは結論付けていない}だが、こちら

の考え方によると、カップル争規律ナる制肢として婚姻とパソクスが同視され

ており、ただ、婚捌は.，肢をも規平幸「ることから、保誌のレベルベコ辺、められる

法的効果が違っているだけごあるとのiす置つけをすることになる。これらに対

し、コンヰェピナージェは、制度である給制とパックスに対置される山ri1な結

合であるということになる。

パックスの法的YI質の理解としては、どちらも可能な理解である{結局、パッ

クス;1、の強行以Jな規定に、どのような、そしとどの杭伎の意味を見出すかによヮ

て、 l契約」と捉えるか l制度」と捉えるかが変わってくるのである 3 だが、

当事者資情、手続、当事昔聞の義務、当事昔聞で合志できるl任谷についての制

約があるーんで、社会保障法上、税法上、借家法上、労働法上の効果が一体的

にH'Jされるパックスは、「特別な契約」の践を起える強行的性質をJ寄っとい
ると与えるのが白然ではないだろうか訓 そして、その強行的性格は、カッ

プルの保護をH的とナるものであるがゆえのものであろうじパソクス全体につ

いては l制度」であるとしたうえで、当事者のfT意を l契約」とすることによっ

てカソフルの向山を保障Lているとの説明は、パツクス全イ休本を「契約」とiμ」

決定寸るよ Iけ)も持理カが冶な〈説f得早ι的Jであ4る》ようにP思、われるc

いずれにせよ、パックスの法的作置づけにワいて、共泊して帰結しうること

がある。それは、パァクスとは、非首居カ yプルを「公化」したものとあるとい

うことである 2 パックスを「契約」とする見解をとっても、私'[日のレベルか

ら法律によって枠組みが設けられた契約問係に引き上げられたパ yクスが「公

化」であることは否定しえなしL このことは同時に、カップル全体に視野を)ム

~()j 2006年のパックス改定により、婚胴と同憾の公示)ii去が採用されたり、財

j宅削の既律が強化されたりしたことは、パックスの「出I1支」性を強めたものと

汁えるのではないか。
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プランスにおける非婚ブjツブルの法的保護(2・冗)

11ると、公的なカソブルとして独占的な地併をしめてきた婚桐を相対化する作

間をもっと考えられる{パックスのこのような性質は、非婚カップルの法的保

設にとのような影響をもたらすであろうか2

E パックス法が与えた影響とは何か

第 の阜Jであるパプクスというf呆譲渡置を創り山し、コンヰュピナーンユの

定義規定をしたパックス11、がラえる影響としては、コンキコピナージ 1への影

響("J)と、婚制への影響，:21が考えられるη

1 コンキユビナージュへの影響

パソクスi1、の制定がコ〆キ工ピナージ工保議埋論に日えた影響としては、ま

ず、コ/キュピナージュグ)定義規定が民法典に加えられたことによる影響 (11i) 

が想起される しかし、パァクス;1、によヮ亡パ yクスという新たな非婚カップ

ル保よJ主術が出現したことが、従オ、0)"1'1佐カップJレ保iHl{rjijであるコンヰユピ

ナージュの保護理論にザえる影響 V2Uの考奈も忘れてはならない〕

(11 定義規定による影響

日比に述べたように、パジクスi1、によヮ亡、「カソプルとして生活する呉性ま

たは101性の2れの物的IUJにおける安定性および継続性を示1共同'1情によって

特徴づけられる事だ卜の結合J (民J、典第515-8条)というコンキュピナージュ

の疋義がなされたのは、|叶性カヅプルをコシキュビナ ンヱに含めるためで

あったといえるυ そこで、検討しなければならないのは、同性同士のコンキコ

ピナージユが認められたことが従来のコ/キユピナージュi思議理論に与えた影

響であるりそれまでの判例は、婚姻を参照し、婚姻とコンキ J ピサ一ジ J を近

接させることによつて、阿性カソブルをコンキユピ

Lかし、パ yクス法によって、コンヰユピ7ージュに|可'1*カ yプルが合まれる

ことが承認された ブJで、引j止のカップルに限定されている婚畑については修

止がされなかったわけであるから、コンキュピナージュは、姑姻とは違うもの

であるということが時認されたことになる 2 フラ/スにおいては、民法典制定

時から、コンキュピづージュと婚姻とのし主川が原則ごあったわけであるから、

コ/キュピナージユを婚桐と阿視することを否定宇るパックス法は、コシキュ

山本稲山2草Wl節 I2 "2)0 
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ピナ」ンユの独自の地{才を再昨認したものといえる。

が、|可件カァプルをコンキュピづージュに含むとすると、新たな珂fi量的問題

が'[じてくる 2それは、なぜコシキュピナージュとして保護されるために「力ソ

ブル」であることがi巴ト望なのかという問題である従半は、コンキュピナージュ

の保護は、型J_~どのカップルに認められた婚桐と阿じく、リJ:止のカソブルにしか

ワえられないとしていたのであり、てれは、突き詰めて考えれば、法的保定を

日えるか否かを、牛殖叫能性で[7別していたものと説明できるど(へつまり、

千どもという却しい人格が生まれる可能刊のある主決な結合であるとして、男

瓦のカソブルの保護がif当化されていたことになるハしかし、パァクス;1、によヮ

て、|叶tIカップルにもコンキユピナージユの旬、誌が認められたために、カップ

ルであるか否かで、コンキ工ピナ)ジュの法的効果が認められるか否かが決ま

ることになったのである。生殖可能引とは関係なく、ある 271の省がカッフル

として牛日L-Cいるかどうかが、コンキュピナージュとされるか否かを決する

のである207ひそうすると、なぜ lカソブル」がj:Rぶされて、比弟[011や友人

同士で共同焦泊をしているような場合は保護されないのかという販問がヰじ

る。さらにそれは、なぜ21〆，[山でなければならず、 3t，以上で共|円l月間をして
いる場合ではいけないのかという疑問にもつながるυ

ツO(i ここでいう生殖可能11とは、当該カ yプルの，，1本的な生殖可能仲をいうの

ではなく、より抽象的な次冗での!U直叫能性をHi-t。なお、'[殖口l能性による

区別は、生殖補助医療へのアクセスが認められるカジプルについて、残存して

いる。|円lじコ〆キュピ Tージュのカッフ。ルであっても、異性のカソブルにしか、

ヰ殖補助医療へのアクセスは認められない 同性カァプルと異性カップルを同

視するというパックスの論理を買くのであれば、1riJ1'1カップルにも生殖補助医

療へのアクセスを認める帰結になるとして、パソクスの品埋自体の問題を指摘

する立場もある (LallrelltLevenellr， sutra note 7H， pX) 

叩7 カップルか台かの判断基準が、性的関係の有能だけにあるのかどうかは、

民法典第515-8条からは明らかでない A例えば、愛情で結びついてはいるが、七 y

クスレスのカッフルは、コンヰェピナージヱに含みうるのだろうか。カッフル

の概色、が明らかでないことについては、イレーヌ・テリーの指摘が丸山

rpACS-1司刊設の制度的検忍か i〉」 目前注 (2:5) 171頁で~~介されてしミる{

じIOlildcBrlll1cLLi-POl1S， COllplc， CりnCllbinngc ri r i¥CS， Dc I'é~Ill仁 rgc l1 cc d'Ul1C 

hierarchie des coupl出人 Negα山口vilistesSUI' la loi du 13削 1昭Hゆ1'1'7999 re/atire 

山内lU:lJbinag('d山 1paac口vilde solidarue， L.G.D.1.， 2002. p./17~こも ICI慌のJ行摘c

]
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プランスにおける非婚ブjツブルの法的保護(2・冗)

おそらく、コンキュピナ」ジュに非カソブルの 2人組が合まれない埋由は、

コンヰユヒサージュという百某11休が「 緒に反るJ Cベ yドを共にする」と

いう意味を包含しているためであると思われる。コンキュピナージュという， ， 

柴になじまないと LTも、パ yクスを非カップルの2人組に開くことは可能で

あったはずであるが、パックスは「カップルとして」向性カップルを公認する

ことを市視したため、止法過程では干 ~Iiすされたものの、非カ y フルには聞かれ

なかったようである。また、非カップルの 2人紺は、人格的結合であるカップ

ルと比べて、法的保誌の必見什が低いことも大きな理ri1であろう羽口 37，以

トの共同牛日につい亡は、性的関係のあるものであるならば、やはり、倫理的

に問題があるとされたと，目、われるr 判的関係のないものであれば、パックスに

よって保議ずるほとの要保議性がないと考えられたのであろう。このように考

えると、パックス法によるコ〆キュピナージュの定義規疋がカソブル概念を相

対化し、カ yプル保護の意はを聞い直す作用をもつことは確かごあるが、その

ことによって、コンヰヱピナージュj~;江古守主退するものではなさそうであるひ

(2) パッヲス登場による影響

-hで、パックスという新しい"1婚カソブル保護技術l土、コ〆キュピナージュ
の保護を相川、させる可能性があるといわれている j

もちろん、ハソクス法によって新しいパックスという制度が枕供されたから

といッて、婚姻外で生活 tるパックスを締結しうる「べてのカソプルが、パ y

クスを締j古しなければならなくなるわけではない，111iらは、コ〆キュピナージュ

で生活することを選択することがむきるμLかし、その選択は、従来よりも、

公的な承認を求めず白白でいることを重視寸る意思であると評怖されやすくな

るであろうじそのような山市な関係に士JL亡、 J、的保誇は必裂ないと「る帰結

が導かれやすくなり、判例法によって認められてきたコンキュピナ ジュの保

護が後退する可能性があるのである〉例えば、パァクスのよ立認は、コンヰユピ

ナージュ関係の形成・維持のために締結される 般的契約の自民効を帰結する口l

能怖があると指摘されている川〉このような事態は、パックス創設の主図に

氏以ジェスタッツ昔(野村 本山副()ー前所 (23)lOnlでは、非力ソブルのノミソ

クス稀杭の同l巾は、多くの場合、税負担を軽くするためといったものになるで

あのうと指摘されている

山口 [)ominiく.]lWl"enuuillet心凡lplehors m出 iageet COlltl川 sutmnute 118， p.128 
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はなかったものであるが、婚桐とコシキュピナ」ジュの聞に併置づけられるよ

うなものを創設したことによっ亡、コンキユピサージユの地位が相対的に低下

しうるようない市埋をもってしまうのである

しかしながら、パックス法によって、それまでは判例法上のう主義に『ぎなかっ

たコンキュピナ」ジュが民法典|に定認されたということは、コンキュピナ」

ンユがもはや法的に時視されるものではないということを明らかにするもので

ある。パックスが非婚カソブルを「公化」したことによって、多少、コンキ工

ピナージュに認められてきた保護が後退する可能引はあるが、一般法の活肘に

よるコンキコピナ ジコ当事者の保護がなされなくなる川結を導くような論埋

は、パックス法には見山すことができない。むしろ、コンヰユピナージュは、

パックスiJ、によっ亡、「婚姻とはj童う」事実 hの結合として「法的に考[置される」

という且、味合L叫す強化されたものといえるだろう。

2 婚姻への影響

パァクス世、は、婚姻に対する考え方にも影響をうえたと考えられる。パック

ス法以前は、公的なカヅブルとしては、船虫同が独占的地位を占めていたのに対

L、パックスi1、によって、パ yクスという新たな公的カップルカ弔E、めらオしたこ

とは、どのような意味をもつであろうか。従来、婚桐制度における一定の規律

は、非婚カ yプルに対してであっても、性的関係のある結合全般に景i特をもた

らしてきた。そのような規律を婚姻秩序を呼品と寸ると、パックス法的制定は、

婚姻秩l子に何らかの影響をもたらしたと考えられる ¥i1 i)りそして、婚姻制民

そのものにも、パックス法の影響は此ぴうる ((2i)。

(11 婚姻秩序への影響

'~D ライフスタイルの多緑化。

婚姻でもコンキュピナージュでもない第ーのl叫が創られたことは、婚姻できな

いあるいは婚桐を笠まないカッブルではあるが、特典性とiF統生。〕認容を望む非

婚カップルに持JJIjの地位が間目されたものであると評価することができる?ll

穴性カップルについては、婚桐を回避しつつ2人の'1泊を法的に存埋する遣を

211l Phili利光 i¥'Ialall了it'.sutra Ilote 59. p.:~O 

211 Dominique FenOLtillet， Couple hors mariage et C'ontr3t， sUJmαnote 118. p.91 
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プランスにおける非婚ブjツブルの法的保護(2・冗)

提供するという意味がある:!1:! 向性カップルについては、彼らの結子干のif統

性が本認される道を提供するという厄味がある{つまり、カ yプルの川、|可生活

においてとりうる選択肢が増えたということであり、それは、公的なカップル

が婚姻のみであったことによる強凶な婚姻秩序を弱める作用をもつかもしれな

L 、
しかし、パプクスが前提としているライフスタイルは、判的関係のある 2名

の者が iつの性肝でj11他u¥jに同棲する形態であり、これは、婚姻におい亡前提

とされているライブスタイルと何も変わらないc カッブルが日11mしながら闘係
形成をするというライブスタイルや、 l人のリJ性と複数のι性がIつの家で梓
ら「というようなライフスタイルが承認されたわけではない。パックスが抗供

する新たなライフスタイルの選択肢とは、「婚姻に似た牛日をする」というも

のにすぎないのであるr 婚制秩序は、パックスが創設されたとはいっても、維

J干されといるといえる。

(ミ〕 カ yプルの多様化つ

パァクスu、は、同f主カソブルにパックス及びコンキュピブージュを開くこと
によって、カップルは男女によるものという婚胴f'tcj;を弱めたといえる戸これ

は、カッフcルの多様性を一定程!支はぷ認したと許価できるμ

しかし、パックス法は、 I[植補助医療や養千拘，kRに闘する規疋を修正するこ
とはせず、パ yクスに当事背聞の子どもに関する規律を肖くこともしなかったつ

したがって、チどもを!Iみ育てることができるのは男女ωカッフルに限られる

という考え方が杭持されたということになる二1九「カ yフル」の概念が同性カ y

ブルにも悶かれたといっても、 l両視としてのカソブル (coup!cpar叩 L<llclJ 

212 湾政笑美子 I~Rii 併~~LJ ベルサン苦 (~'di2 沢) ・前掲古注 (23) 142l'L 
2l:1りJiどのカソプルであれば、非主持カップルであっても了どもを牛み育てるこ
とができるという点では、家族を形成『るのは婚姻カ yブルであるという婚姻

牧町pは弱められているといえるコこのことは、 I[殖補助医療へのアクセスがコ

ンキュピザ ジュのカッフルにも認められたことに、象徴的に現れている j こ

れによって、 l両親としてのカップル」という次元における婚桐とコ/キユピ

ナージュの同視が行われている己だが、了どもをとドみ育てるためには、父と母

が必't.:であるという時捌秩序・家肢秩序は、維持されているといえる

(C1olildc Drundli-PollS， L'c'Dlcrgιncc d¥IllC nolion dιcouplc C11 clroil civil，刊jJra

Ilote 89， p.47)η 
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はリJ:tどによるものという秩):j-:が維持されている
また、不貞関係のカップルマ近親問カ yプルなどの他の結合を法の外に残し

ておくことによって、パックス法は、暗に、それらのカップルの道徳的否認を

確認したりつまり、件的関係の排他件、モノガミ一、インセストタブーといっ

た婚桐秋lγは、「カップル」という概念に影響を与えているのであり、それら

の婚姻秩序は、尊1ft:されるべき秩序として維持されることが刀之されているので

ある。婚姻秩Ji;は、パックスによって弱まった部分もあるが、かたくなに維持

されているといえるつ

(2) 婚姻制度への影響

ゴ|婚カップルが時制以外の手段によってUらの関係を形成 維持していくこ

とを承認「るパァクス;1、は、婚姻制民自体を弱体化させると考えられるかもし

れない{しかし、パックス法は、直岐には、婚制制度に手を加えていないっパッ

クスの効果を限定することによって、婚姻制l支を侵害しないように配市がなさ

れている 3 パックス当事長には、人的設務や、家族に関する効果、チどもに関

十る効果が認められていなし」そのことによって、パックスu、は、それらが婚
女同制度に刊保されるべき以素であるということを昨認しているのである c この

ことから、パックスUにょっと、婚姻制l支は、人的関係を児悼するものと Lて、

家放を規律1るものとしての独自の地位が刊侍認され、強化されたとも与えら

れるυ 安定的継続的な悶係を維持し、子どもを生み育て、家族を形成「るもの

としての婚鯛の市重は、堅固に維持されているパックス法は、伝統的な

婚姻観家族観に生更を加えといなし¥::!16(， 

214 Clotilde Hrlllletti-Pons， L'emergence d'llne llotion de couple en droit civil， 

Sl1tm notc 89， p./16 

21 :，数字の卜でも、パソクスが婚姻を凌駕するとし寸事態は起きていなし」パ y

クス締結数は、パックスが創設されて):U之、年々増え続けているものの、 2005
.'f.のパックス締結主主は、 6 )jj組である(日川、icDibos-Larroll丸刊tYU1)(山、 31，

p.7) 方で、 2005年に新たに婚姻したカ y プルの数は、 2~万組近くであり、

ノミックス締結数をはるかに|回っている (Lcr..，.lonclc， 17 janvicr 2006， 11olc. .i¥ 

Chemin ; Jean-Jac(jlles Lemouland et rhniel Vigneau， supm note :i2， ])，815)け

~lli Rcmi Lcnoir. Lc Llmilialismc ct Ic Pa じS，Danicl Bollillo cl Eric Fassin (dir.) 

刊少川1Iol('119， ]).59とはいえ、パックス法施行から 7芹が経つ現在、事実の

レベルにおいては、婚捌主，~は変化してきているようである c 例えば、パリ第 4
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プランスにおける非婚ブjツブルの法的保護(2・冗)

だが、同性カップルをカップルとして承認するパックス法によって、なぜ婚

姻制度は|青l性カ yプルに閉かれないのかという疑問が強まることは確かである ?17

実際に、パソクス法制定後、阿性問の婚桐の効)Jがやわれた事例がある c ボル

ド 片品院第 6民事告15200日年4月四円判決は、「婚姻に関する凶内法は、異昨

聞でしか婚桐しえないとしており、ヨ 口ツパ人権条約の法文ヤフランスの判

例にも、(異刊 I~J に限定する J甲町'f について)何の抵触も認められない」として、

向性聞の婚姻を町五jJとしたコ1九だが、 lF，殖が婚姻に小"Jうくであるという考え

占は、宗教上の婚捌については当てはまるが、JI;事婚にとっては、不可欠なも

のではないと指摘されている川民事婚は、牛殖能力の欠如を婚姻恥効J阜、同

にすることなく、てFともに闘する責任分I11を規定しているからである 3さらに、

ポチ工は、性的関係さえも、民事婚の本蛍ではないと述べている~~Ii己婚姻は「精

神と色、目、の結合」であると「るのであるわであるならば、 101'1'1カップルに婚制

が認められない埋出はないように恩われる

結局のところ、婚鯛が|円J'I"Iカップルに開かれない理問は、道徳的 示救的次

元の問題によるところももちろんあるが、法的問題としては、親子関係に問「

る問也:::21が大きいようである c 1叶性カップルに婚女同を認めた場令、 ICJ性カッ

プル聞の子と L亡交子をとったり、生殖補助医療を受けることがむきるという

ことが、 ~M也i視されているのである戸これらの問也は、パックス法制定過税に

おいても十j随的に取り組まれたが、先送りにされたものであるり同性カ yプル

同役所では、パックスを締結したカ yブルがJ[i望する場合には、「婚胴の間

(削111:'des m札riages)J において、「挙式」を執り1"/-::)ているとのことである{

217斉弘主主美千''1'1的il=i向と人権一フランスにおける 10J判|川町司議論ー」 橋
i1、学日香2号 (2006年)355頁がこの占について詳細に検討している。
ツ，8じABordeaux， 6l' ch. civ.， 19 .W1". 2005口 200;)，IR， p.11B note. 1. Daleau 

~lg Carolinc :vlecar.y cl Flora Lcroy.Forg仁りl.幻 ttmnOLC 31， pAI-/12 

2:eU Jean-Palll Hranlarc1， l-e scxe et 1日tatdfS tcrsonncs， L.G.U.].， 1993. p.:-j8 

~21 この阿世について、:tI.larccla lacub. homoparcntalite ('t ordrc procreaLiI守

口川lielDollil1o et Eric fassin (dir.)， SUtT，αnute 179. ]).19:) ; Geneviel-e Delaisi de 

Parseval， La construction de la parentzdite c¥ans les C'ouples de meme sexe， 

Danicl I3ollillo cl Eric Jiassin (t1irJ， suttullolc 179， ]).229; ¥:larlinc Groおお?

1，'holl1otα附山lite，P U F， 2005， p.52渡遣が虐 '1可昨カップルと親子関係 ヨ一

円ツパの状況をめぐって 」東北子院大了JU集約63巻 (2ω.1年) 123}':{。
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研光ノ 1 

がIどもの両親となることができるかどうか、阿性カソブルに婚凧を認めるか

どうかという問題は、パ yクス法によっては日判長きれなかったものとあり、ノ「

後。〉議J~Ii O)必要性が高まったといえる〔

第2節小括

パァクス法の制定は、ブラ〆スの非焔カ yプル保}草剤論に、 3つのことをも

たらしたといえるι

1つ日は、婚制ほどではないものの「婚制と似たような」保認を与えるパッ

クスを創設することによっ亡、婚姻と同別されときた非婚カップ)レに、「婚姻

に似た」地位への曜という新たな選状肢が認められたということである それ

までのフランスにおいては、 Jド婚カップルの「婚姻に類似するU、的地{す」とい

うものは認められていなかったわけであるから、これはんきな変化であるバ

2つ円は、コンキスピナ ジコに向性カソブルを含めるという定主主規定を世

くことによって、 al'rf)同とは区別されるコ/ヰユピナージェの射lUの地位が丙任

認されたということである。「婚姻に似た」パックスが創設されたといっても、

l婚1畑とは違う」コンヰュピナーンユの地位が台疋されるわけではないのである。

3つけは、向性カップルを異性カ yフルと同伺することによっ亡、「力 yフル」

の意識に変化をもたらしたということである。 '1嫡可能性が前綻とされなく

なったために、カ yプルとは何か、なぜ保譲されるのかという問題を促起するじ

これは、婚立岡市l度に対しでも、婚桐制度とは何か、なぜH性カソプルに婚鯛制

肢が聞かれないのかという疑問を投げかけることになるサ

このように、パックス1去の制定は、カップルをめぐる法理論の状況に大きな

変イヒをもたら Lたといえるυ

第2章総括

フランスにおいて、パ yクスとコンキュピナージュという 2つのゴ同居カァブ

ル保設技術がi没けられているのは、その経緯によるところが大きいーコシキュ

ピづージュに|百]昨カァブルが台まれないとする1989年の般投院判決を受けて、

同性カップルを法的に承認し、{思議することが必要とされ、その結果、パック

スが設けられた口だから、パ yクスとコンキュピナージュという 2つの技術が

ある。行ってしまえばそjしまでのことである。

]
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プランスにおける非婚ブjツブルの法的保護(2・冗)

だが、両者には、それそ?れ独自の意認が見出されている。

コンキュピ7ージュは、婚姻の拘束から l'1 Jllであることを本質とした「婚姻

とは違う」事実|の結什として法的に年慮されるという独自の地伏である〔こ

のため、コンキュピづージュにおいては、 l忠則として、何人の1'1111が尊叩きれ

るのであり、例外的に、当事者が自らの意忠で相千と契約を結んだf晶子7や、当

事1'i"にi比保護刊がある場合に、法的効果がワえられるのである}

これに対して、パックスは、婚姻す一ることができないカ yフ。ルや婚姻を望ま

ないカ yプルではあるが、 U分たちの闘係が公認されることを望むカッブルの

ためにぷけられた辺、「婚姻に似た」帝1I1主であるいそれは、 律に婚姻とはF

~Ijされてきた "1 婚カップルに、 J日たな選以肢を提示するつ 4任制でもコンヰユピ

ナージュでもない独自の公的な地{下2:-1を、非婚カ yブルに保|草rるという点
に邑義があるのである口

方で、パソクスもコンキュピナージュも、'"ド婚」カップルごある。つまり、

l婚鯛とは違う」という内では共通なのであるr このため、パックスもコンヰユ

ピナージ zも、当事者聞に人的義務が発牛せF、家族に問干る効力、子どもに

闘する効)Jも発![しないことになっているつつまり、当事者IUJの人的関係、家

族、子どもを周律するのは、婚姻制l肢のみであると考えられていることが分か

る。婚1同だけが、家放の'lj青に必lA!な安定住を保障寸るものとされているので

寸"- 7 ~24 
の '0

このように、コンキュピナーンユ、パックス、婚桐には、それぞれ独自の意

義が見出きれ、それによって、保護の技術やl支合いにも芹が設けられているじ

だが、いずれの保註技術においても、カップルの自由、そして、私'j-jr号につい

ての個人の片山が屯悦されている点では共通であるυ カップルが生活していく

にあたって、コンキュピナ」ジュ、パックス、婚鯛のどれを選ぶか、選ばない

かは、桐人のi'llllであり、その選机は尊市されなければならないと考えられて

いるのである 2

2:::2 Sylvie Dibos-L九cn叩丸 sutmnote 31， p.9 

223 lbid. p.6. 2006年の改正によって、パックスの独白の地位はさらに強化され

たといえるだろう c

円 4 Laurent Leveneur， I，a fiαmille， supra note 78. p. :5'7 
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結語一日本法への示唆

HI のフラ〆ス法の検討は、日本法に多くの IJ~峻を与えているように思われ

る}ノバ昂の白頭ご掲げた円本法の 2つの問題、準婚即論の妥当件(liと 般法に

よる保設のあり)j!2)に分けて、ブラシス法からの示唆を提示したい一

1 準婚理論の妥当性

(1) 私生活の自由・カップJレの選択の自由の軽視

本市での検d0により、フランスにおける非精力ツブル保護理論は、コンキ工

ピナージュ、パックス、焔酬の 3つにそれぞれ、焔捌の拘束からU円1な事実上

の結合、共同と令市を送るカァフルのための制民(あるいは特別契約)、家族お

よび人的関係を規律する唯 の制度という射lUの理論的枠組みL法的位置つけj

を日え、それらのい Fれを選択するかは個人の私牛げ!の自由・カ yブルの自由

であるとして、私生活のμ巾を尊重しているということが桝明できた口これと

比較すると、日本において観念されているカップルの分類、すなわち事実婚(あ

るいは選択的内総 白白結台) ・内総・法律婚の 3つはそれぞれ、(夫婦共IcJ

生活の実体はあるが)志図的に婚姻凶を出Lていないカップル、夫婦共同生活

の実体はあるが婚鯛屑を出していないカップル、婚桐屑をwしたカップルとい
う区別にすぎず、フランスのような剖l宵のi1的位間つけがされているわけでは

ない。 11本では、いずれのカップルについても、婚桐法的規定をとこまで適用

することが可能かというi1、律婚に包摂して解釈「る珂論枠組み(準婚珂論)が

採用されてきたのであり、カソプル悶係において当事省がその法的な地位をl選

駅」するような土壊は整-::)-cいないといえるー引っ婚姻辺、の規定の且加を拒凸、

するという当事者の意思、、あるいは婚胴法の組定の適用はlR存するけれとも独

山口 71野紀了「カップルの選択」ジュリ1205せ (2001'1')85頁においとも、(フ

ランスにおいては) C問題が、あくまでもカソフルの「選以巴によるものとい

う剛提が疑われてはいない。したがってJili~~1iの対"点は、その選択肢をとのよ

うに栴成よるか、つまり法が社会にとって望ましい家族モデルを樹立して提示

するべきか台か、という点にJ))[紋する。しかし11本では、婚鯛と|円l俵が、カッ

プルにとって平等な「退択』の対象となる社会主主幹は、まだ存在していないuJ

と指摘されているじ
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プランスにおける非婚ブjツブルの法的保護(2・冗)

自に契約を結んで同係形成しようとする当事者の意思は、準婚埋仰の適用(内

縁としごの保烹)を行定する根拠になりうるだけむあり、でのような巨忠を積

極的な特被とする法的理u向枠制み 法的地併は砕すされていないように思われ

る。つまり、円本では、法律婚(準法伴婚)か独身かという選択肢しかない状

況であり(阿性カソブルにワいてはその選択肢もない状況であり)、これでは、

個人の私生活の1'1r竹千カ yフルの選以の1'1r討を尊市することは困駈であるとい

える。

(2) 法律婚独自の意義の軽視

i芋婚理論は、 ;1、律婚の外ごのパ)トナーンッブの自由を軽視することによヮ

て、法律婚を尊重しているのかというと凶、ずしもそうむはない 3 フランス法が

婚姻と非婚とを埋論卜厳密に[7別して婚姻の優{す性・特別性を緋持しようとし

ていることと比較すると、法律婚の規疋をゴ|法律婚カップルにも類推迫同「る

という準橋理論の干1'.1、自体が、 11、律婚に独自の意誌をそれほど見出していない

ことの現れであることが分かる。ブフ/スと比較すると、法律婚と司法律婚の

r:z VIJ針変昧に仕る準橋理論の前提には、 JuH刊を J一ることに長約きれない riHj1

婚の本質」が存柏てするという-4-えhがあることが浮かび上がってくる。 11本に

のみ存在する'jf'jC婚という言葉も、このような考え方を以映したものといえるつ

その|翠の l法律婚の本質」とは何か。 般に~われる内総の定義:?2Gから 1

ると、それは「婚姻E思」と「夫婦片岡生活の主体」という 2つの要素である

ということになろう。準婚理論によると、この 2つが事実として存有そすれば、

非i1、律婚カ yプルであッてもu、的保誇がヲえられるυ 以前のように以律婚のイ
メージが共有されていた時代にはそれで問地がなかったかもしれないが、今11

のカソプルの多株ltに直南「ると、そこで百う「婚姻忠、思」と「夫婦)1，:1ロl生活

の実体」とは何かが問われることになり、解釈者。〉当該聞係に対する(州南判断

に結論か芹右されることを許科する〉例えば、当事者が11分達は「結婚してい

る」との意識で何らかの法的効果を求めていたとしても、従来の典型的な夫婦

共同]生活モデル 11可居、生計!日l一、一対の男女、排他的件関係の与在、子ども

の存在等)とは択なるカップルのあり)/，'-~7であれば、否定的な評{耐(内縁と

凶前住(71参照。

227例えば、別々の場所にitみ、週ょに互いの家を行き米するといった形態 Lコ
ミューター)， 
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はいえないという評イ向、婚畑法の保設を与えるに情する関係ではないという評

価)がなされる可能件がある。当σ)i:折半婚カップルにおいては、従点W!のH討

共同'1:l両モデルとは違うカップル形態が数多く存立するにもかかわらずであ

る。 lぇ対に、当事者が「杭婚し亡いない」つもりだったにもかかわら「、内縁

と認定されて法的義務が訴される WJ能性もある。

もっとも、「法律婚の本質」という概念を現代的に捉え直して確定させ、あ

る千日lむ」、的安定性をi山えることができれば卜述の問題はなくなると考えられる

かもしれない。例えば、「法律afw川、質」を、 1271の首による排他n継続引を
前提とした人格的な協力関係」と解釈すれば、同性カップルや別居 牛計独ず

のカップルであっても「内縁」として法的保護を付与することが可能になるひ

このように考えると、準婚理論は、婚姻とそれ以外を頑なに同別宇るブランス

0)"1婚カソブル保誌理論よりも、 "1法体必カソブJレを「差別J-iることなく、

京軟で保議の)早い解決ができ、実践的には有用であると考えられるかもしれな

しミη

しかし、そこで理論的に問題となるのは、「法律婚の本質」を柔軟にしご保

誌を与えていくことにより、法律婚白体の位置ワけがさらに複雑になることで

あるυ ト記のようにして非U、律婚カ yプルにiJ、律婚に準じた保護をうえると「

ると、婚姻法の規定的"1法律婚カソブJレに対する;;響}Jが強まるーんで、婚桐

辺、が同居義務を);見定Lた1)、宍性カ yプルに限定L亡いることの志味は山没す

る。開山に集約されない l法律婚の本質」を重組寸ると、 '1南山二公示」のみ

がíHf婚剖H~ の特徴であると考えていくことにつながるだろうりその場合、|人l

ih.Kにも法律婚にも l法律婚の本質」があるにもかかわらず、両省|山で相続梓な

ど認められる叫、的効果に追いが生じることは、日出の有怖だけご正当化できる

のだろうか。あるいは法律婚に認められる法的効呆を減らすことによって、法

律婚と内縁の追いを岡山の有無の追いに相1じになるようによるのかZ28 法律

婚の独自の意おはそれほどまでに軽視されてよいものなのだろうかーこれらの

市をとう考えるかは、非法律婚カップルの法的保定的問題というより、日本に

おける法律婚の付置つけ・貴誌の問題であるといえるだろう 2 本稿では、日本

出二宮)剖平教授はこのような方向性を志向する(研兆排進ボ)ドート他公開

ワークショ yプシリーズョ第3同婚外関係の多枚化と法的保定のありン札 [-1じ

海道大ザ大ザ院法J了研究科、 20昨年J70:8). 
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プランスにおける非婚ブjツブルの法的保護(2・冗)

の法律婚の検言lを行ったわけではないので、この点については結仰を南保した

い。いずれにせよ、準婚預言布を?後も非法律婚カァプルf呆7差別論として維持し

ていくのであれば、個人の私'1泊の自由・カップルの選択の自由の担保、「法

律婚の本質」概念の確足、法律婚の且:義の円検"すが不可欠であるということが

明らかになった。では、 般法による非法律婚カソブルの保護はどうだろうか。

2 一般法による非法律婚カップルの保護

(1) 身分法と財産法

フランスにおける非婚カァブル保護技術は、コンキュピナ ジュもパックス

も、 般法を基礎にしているひ焔捌J去の規定が1'Ir制カップルだけに及ぶブラ〆

スでは、 Jド婚カァプルには、婚姻という特別な関係がないわけごあるから、 j血

常ぴ)桐人|出と 10)林、 r~j~Q:J 法が迫肘されるのは当然の論理となっているひこ

れに対し、日本においては、婚姻;1、 校11、という構造ではなく、身分法・財

産法として峻日Ij，~、それぞれ別的論理が支配する領域と考えられてきた2:::g ひ

それによれば、カップルの関係というのは、非打骨的・感情的な関係であるた

め、財産法ではなく身分法によって規律されるべきことになる。このため、司

法伴婚カソプルにも婚姻iL(身分U、jのJJ!iLが準川され、財件i1、によヮて捉え

ることはほとんどなされてこなかったものと思われる c したがって、 11本にお

いて一司tiJ、(財出'i1、・契約U、)により非j)、伴婚カップルを保護する可能性を考

える際には、身分法・財産法という峻別論をどのように創出するかをその後の

学説の民間も踏まえて検討しなければならないことになる t この 4占は、日イムの

速いとして意識寸べき点として折摘するにとどめる。

(2) 一般法による保護の限界

仮に、 I，o峻別M17を克服し、 般法による非法律婚カップルの保護を日本に

おいてもわうとした場合、とのような内が問題となってくるだろうか{フラン

ス法の検討かり得られた示陵をまとめておきたい〔

裁判所による事後l均肝決のレベルでは、コンキュピサ ジュに対するフラン

スの裁判所の判断枠組みが参主になる〕ここで具体的h法を繰り返すことはし

ないが、コンキュピづージユの関係を事実上の組合と考えるなと、カップルの

l場係を 般I去によって抗える際の示唆が多く見られるように居、われる。この事

ク九日中川喜之助『身分法の総則的課題巴(粁波古l白、 1941年) 1員。
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後的解{えの次冗におし、ては、 般法では金銭に置き換えられないものについて

は考慮が雑しく、家事労働平愛情といった""素をどのように組み込んでいくか

という点に川難な問題があることが示略される。しかし、 般法によっても要

保走者を保護しうることは、フランスの事例が不しているといえるけ

当事者。〕事仲l的制作のレベルでは、フランスにおけるコンキュピナ」ジュ契

約や、コンヰユピナージュ当事打 I~Jの 般的契約、パ yクスを登録する際に提

附する契約が参考になる己日本においては、婚姻外のパートナーンツブを日的

として契約を締結するだけで、そのような契約全体が「公序良俗違反」で世効

と許制されかねない空気がある仰が、婚姻外のパ トナ シッブを形成する

こと山体は、何人の私生活の山門1の尊重、カップ Jレの選択のU巾の尊重という

観点から、否定されとはならないということが本相の検討から明らかになった乙

このことは、一般法の原理である契約Uri1の原則にも通うといえる吋
ここで問題となるのは、パートナ シ yプのための契約を締結すること自体

の是ゴ|ではなく、当事省|刊でとこまでの規律が可能かという凸であるr ブラ〆

スU、の牧討からは、対第三者効と婚姻U、との抵触に限界があることが示唆され

る。

対第三者対Jについては、当t，1j'聞の「契約」という形式をとる以卜、認める

ことはできないだろう。だが、フランスでは、賃貸人との悶係なと、刈第一者

効が認められないことによって問題が生じうる崎両で、何別に立法により保譲

を|叶っている{コンキュピナーンユの場台はその旬、民主の税度が88l、が、パック

スでは、まさに「対第三者効」という白を市'1)支的に支慢しているといえる j 当

事者IUJo)契約の存存を公示寸ることができるようにし、それによって、使同省

平賃貸人、税務署などに井J-，る効呆の発生を可能にしているのであるυ このよ

うなフランスの「法は、日本においても、~法仰のレベルで参者になるように

思わiLるつ

フランスにおいて、婚桐法との抵触が問題となる典型的な場面は、非婚力ソ

山我妻栄 'iH主学金ft21 親族i1、， (有斐問、 1961年) 18頁は、絶対に日w
をしない(がパートナーシッフを形成寸る)という台意について、 l当事者は

口、伴的拘束のとドじない切kの結合関係を欲しているわけである。かような合志

は、公序良俗に反するものとして、単に給制としての効果を生じないだけでな

く、契約とし亡の効呆も作じないものと考える。従っ亡、 方が契約を破棄し

ても、他方は損害児-;';償を詰求することができなしV とする{
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プランスにおける非婚ブjツブルの法的保護(2・冗)

ブル阿の契約カマミ族則産(当事者が既婚者であった場f干の婚桐家族の則産)を

侵害するようなときであるっその際は契約の一般珂論である見凶用論によって

1UL効とされうる。より興味深し、のは人的主主務についてである 2 フランスにおい

ては、貞操義務Jコ|可居協力義務、保続保障、子どもの認知義務などの人的義務

については、4剤同の専権事項との与えhが強〈見られる。したがって、非婚力ソ

ブルは、人的義務について契約することはできないとされ、純粋に財岸法的に

扱おうとする傾向が強い己この占については、日本では、法律婚にそのような

意義があるのかというところから検"すする必'~-があるように目、われる口

このように、 校法による非法律婚カップルの法的保護にもまた、検討すべ

き課題が残されているということが明らかになってくるつ一般法には馴染まな

いような人情的な要素をどう考えるか、「カァブル」の特殊性をどう考える

か、それは法律婚の専権事項なのかという同担であるじ

本市治2章において、カァブルはとや殖口i能生とは切り附され、性的関係の存

存U体にきの意味が見山されてきていることを示したが、そこでいう性的関係

には、深い人桁的関係の存在があるように思われる。つまり、カップル保護に

おいて重史視されているのは、性的関係白体の存杭よりも、それに象織的にJ)1

れる「人桁的関係」の存在ではないだろうかつだが、そのような特別な関係は、

個人にとって重!~であるにもかかわらず、他の人 IUJ関係と存観的に 1>什 11するこ

とは困難で、法的に扱うことに適しにくいこともまた事実である μ だから婚姻

法がそのような関係を特別に規定したといえるのか。そうであるとして、婚桐

法外の関係については、 ll~はそのような人抗的要素を考慮しないことにしてい

いのかどうかつこの点も、本稿では問地点を指摘するに刊まる。

このように、本稿で中 l討した非il、律婚カップルの問題は、よりよきな問題へ

とつながっている c 非法律婚カップル(特に選択的非法律婚カッフル)の法的

問題のみを個別的に取り上げて論じるのはなく、法律婚を合めたすべてのカッ

プルや人情的関係の法的保護を再検討しなければ、非法律婚カップルの法的保

護のあり方について明確に結論づけることはできないことが明らかになった{

残された課題は多いが、そのさらなる検討にワいては別府に該ることとし、ひ

とまず本稿を終えることとしたい口

京本稿は、北海道大学審イ午修上(法学)学f止論丈 (2000年 3月24け1':1:ワ)に補

筆したものであるー
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